
決算特別委員会会議記録 

 

決算特別委員長  三浦 正臣    

 

１ 日 時 

   令和５年１０月１２日（木） 午前１０時００分から 

                 午後 ３時１１分まで 

 

２ 場 所 

   本会議場 

 

３ 出席した委員の氏名 

   三浦正臣、後藤慎太郎、御手洗吉生、穴見憲昭、岡野涼子、首藤健二郎、今吉次郎、 

太田正美、森誠一、木付親次、麻生栄作、阿部英仁、福崎智幸、吉村尚久、高橋肇、 

二ノ宮健治、守永信幸、澤田友広、戸高賢史、猿渡久子、佐藤之則 

 

４ 欠席した委員の氏名 

な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   桝田貢、中野哲朗、清田哲也、阿部長夫、大友栄二、御手洗朋宏、木田昇、堤栄三 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   商工観光労働部長 利光秀方、議会事務局長 森優子、 

人事委員会事務局長 塩月裕士、教育長 岡本天津男 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

第７９号議案令和４年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について、第８３号議案

令和４年度大分県中小企業設備導入資金特別会計歳入歳出決算の認定について及び第８

４号議案令和４年度大分県流通業務団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について

審査を行った。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記 

議事課委員会班 主任     松井みなみ 

   議事課委員会班 主幹（総括） 秋本昇二郎 

議事課委員会班 主査     飛鷹真典 



決算特別委員会次第  

 
日時：令和５年１０月１２日（木）１０：００～ 

場所：本会議場 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 部局別決算審査 

  （１）教育委員会 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

  （２）商工観光労働部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

（３）人事委員会事務局 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

（４）議会事務局 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議（上記（３）も含む） 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

三浦委員長 ただいまから、本日の委員会を開

きます。 

 この際付託された議案を一括議題とし、これ

より審査に入ります。 

 本日は教育委員会、商工観光労働部、人事委

員会事務局及び議会事務局の部局別審査を行い

ます。 

 これより教育委員会関係の審査を行います。 

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔かつ明瞭にお願いします。 

 それでは、教育長及び関係課室長の説明を求

めます。 

岡本教育長 教育委員会所管に係る令和４年度

決算について説明します。 

なお、タブレット画面右下に青い通知が出た

らタッチしていただくと、御覧いただくページ

が表示されます。 

初めに、令和４年度決算特別委員会審査報告

書に対する措置状況について御報告します。タ

ブレットの資料１３番、１２ページをお開きく

ださい。指摘事項は２点です。 

地域改善対策奨学金の収入未済の解消につい

てです。地域改善対策奨学金は、平成１６年度

で貸与は終了し、現在は返還事務のみを行って

います。措置結果の中ほどにあるように、収入

未済の解決策として、納入期限翌月の督促状の

送付や徴収強化月間である５月と１１月に現年

度及び過年度分の催告を行うとともに、納付相

談の際には、実態に応じてきめ細かく対応して

います。また、免除、猶予制度を活用した未然

防止にも取り組んでいます。今後とも、返還者

やその関係者の人権に最大限に配慮しながら、

慎重かつ積極的な債権管理に努めます。 

次に、２２ページをお開きください。 

学校部活動改革サポート事業についてです。

左の指摘事項欄にあるように、学校部活動の地

域移行にあたり、しっかりと現場の教職員、保

護者、地域の方々から意見を聞き、議論の上、

教職員の負担軽減と子どもの心身の成長サポー

トという両方の視点に立って取組を推進された

いとの御指摘です。 

措置結果にあるように、県では中学校の学校

部活動の地域移行について、令和５年３月に大

分県の学校部活動及び新たな地域クラブ活動の

在り方等に関する方針を策定し、令和７年度末

までに休日の活動を地域に移行することを目指

すとしています。令和５年度は、部活動指導員

の配置により教職員の負担軽減を図るとともに、

３市において地域移行に向けた実証事業に取り

組んでいます。また、地域移行は各市町村が地

域の実情に応じ、関係者の共通理解の下、取組

を推進する必要があることから、各市町村にお

いて関係者の意見を聞くための協議会を設置す

ることとしています。今後も、各市町村教育委

員会と連携し、生徒がスポーツや文化芸術活動

に継続して親しむことができる環境整備と教職

員の負担軽減の取組を進めます。 

続いて、大分県長期総合計画の実施状況につ

いて、主要な施策の成果（事務事業評価）によ

り、主な事業の執行状況等について説明します。

資料１１番、２９１ページをお開きください。 

下段の未来を創る学力向上支援事業です。一

番左の事業概要欄にあるように、小中学校の学

力向上を図るため、習熟度別指導推進教員、小

学校教科担任制推進のための専科教員等を配置

するとともに、基礎、基本の定着に加え、児童

生徒の活用力を把握するため、学力定着状況調

査を実施するものです。成果指標、中学校生徒

の学力・全国平均正答率との比は、目標値１０

１．８％に対し実績値１００．８％となり、達

成率は９９．０％、評価はＢとしています。そ

の下の事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた

取組・今後の方針ですが、令和４年度の全国学

力調査における県平均正答率は、小中学校とも

に全国平均と同等となっています。また、学級

担任間での交換授業を導入した小学校が昨年度

より１９校増え、小学校教科担任制が県内全域

で進んでいます。近年、多くの教員が採用され、
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今後もその傾向が続くことから、教員の授業力

と学校を取り巻く状況の変化へ対応するため、

引き続き主体的、対話的で深い学びの一層の充

実に取り組みます。 

２９４ページをお開きください。 

下段の未来へつなぐ学び推進事業です。これ

からの時代を担う高校生に必要なＳＴＥＡＭ教

育及びグローバル教育を推進するため、個別最

適化された学びを実現できるＥｄＴｅｃｈ（エ

ドテック）教材を活用するとともに、大分県版

英語４技能育成システムを構築するものです。

成果指標、学習の疑問点を自ら解決しようとす

る高校２年生の割合は、目標値７５．０％に対

し実績値７９．４％となり、達成率は１０５．

９％、評価はＡとしています。ＥｄＴｅｃｈ教

材の導入により一人一人に合った学びの提供、

リアルタイムに教師や生徒同士がつながる、協

働する、共有する場面を創出できたことで、生

徒の学習に対する主体性や積極性が一層向上し

ました。また、英語４技能認定テストの実施等

により指導改善が図られ、生徒の英語力も着実

に向上しています。今後も、ＳＴＥＡＭ教育及

びグローバル教育を推進し、生徒の問題解決力

や論理的思考、創造力の育成に取り組みます。 

 ２９７ページをお開きください。 

中段の特別支援学校就労達成促進事業です。

この事業は、特別支援学校生徒の一般就労を促

進するため、進路指導の強化や個々の特性に応

じた働き方の提案を行うとともに、就職に向け

た生徒及び保護者の意識改革や企業からの評価

向上につながる職業教育を実施するものです。

成果指標、知的障がい特別支援学校高等部生徒

の一般就労率は、目標値３２．４％に対し実績

値２８．２％となり、達成率は８７．０％、評

価はＣとしています。一般就労を希望する生徒

の割合が３４．０％と前年度より６．５ポイン

ト増加しており、一般就労希望者５７名に対し

５０名が一般就労を達成しましたが、依然とし

て一般就労希望率が低調であったため、目標を

下回る結果となっています。今後は昨年度開校

した、さくらの杜高等支援学校が担う職業教育

に係るセンター的機能を積極的に活用するとと

もに、進路実現戦略会議における各校での進路

指導計画の見直しの徹底や生徒、保護者に対す

る１年次からの進路検討の呼びかけ等を行うこ

とで一般就労希望率の増加を図り、一般就労の

拡大を図ります。 

２９９ページをお開きください。 

上段の新時代の学びを支えるＩＣＴ活用推進

事業です。ＩＣＴを効果的に活用した授業改善

を図るため、ＩＣＴ教育サポーターを育成、派

遣するプラットフォーム及び教職員などが優良

授業事例を閲覧できるポータルサイトの運営等

に要した経費です。成果指標、授業にＩＣＴを

活用して指導できる教員の割合は、目標値９０

％に対し実績値８２．５％となり、達成率９１．

７％、評価はＢとしています。ＩＣＴの活用に

不安のある教員の支援として、ＩＴ技術者や教

員志望の学生など４５名をＩＣＴ教育サポータ

ーとして育成し、令和４年５月から全ての県立

学校へ週に１回以上の派遣を行いました。その

結果、授業でタブレット端末等をほぼ毎日また

は週に１回から３回程度活用する教員の割合が

８５．６％となるなど、ＩＣＴを活用した授業

改善について効果を感じています。今年度から

は、定時制高校への派遣の充実やプラットフォ

ームによる市町村等への支援の拡充を進めてお

り、今後もＩＣＴの活用に不安のある教員の支

援など、１人１台端末の活用に向けた取組を強

化します。 

３００ページをお開きください。 

上段の次世代人材育成推進事業です。先端科

学技術分野、特に宇宙やエネルギー分野で活躍

できる人材を育成するため、挑戦意欲の醸成に

つながる講座等を実施するものです。成果指標、

参加生徒の先端科学技術の分野（宇宙技術等）

への関心が高まった肯定的評価は、目標値が４

段階中の３．２に対し実績値は３．５となり、

達成率は１０９．４％、評価はＡとしています。

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹

底することにより、集合型で実施できたＳＴＥ

ＡＭフェスタや宇宙と科学の高校生シンポジウ

ム等により、生徒の先端技術に対する機運や関

心が高まりました。また、教員向けの講座には、
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目標を超える教員が参加し、研修内容を自校に

還元しました。今後は、内容をさらに充実させ

るとともに、３年間の成果を取りまとめ、これ

からの取組にいかします。 

３０８ページをお開きください。 

中段のいじめ・不登校等解決支援事業です。

児童生徒や保護者の悩み等に対応するため、専

門的な知識、経験を有するスクールカウンセラ

ーを小中学校、高等学校及び特別支援学校に配

置するものです。成果指標、小学校いじめ解消

率は、令和４年度の実績値がまだ国から公表さ

れていないため、令和３年度実績値を用いて評

価をしていますが、目標値８８．５％に対し実

績値７８．２％となり、達成率は８８．４％、

評価はＣとしています。スクールカウンセラー

の配置時間数を拡充して児童生徒によりきめ細

やかな対応を行いましたが、いじめの再発がな

いことを確実に確認するなど丁寧な対応を行っ

たため、目標を下回る結果となっています。引

き続き、スクールカウンセラーの活用等、組織

的な対応を徹底することにより、いじめ解消率

の向上に努めます。 

３１５ページをお開きください。 

上段の教員業務サポートスタッフ等派遣事業

です。コロナ禍における児童生徒の学びの保障

と安全で安心な学習環境を確保するため、きめ

細かな指導を行う学習指導員及び消毒等の事務

作業を支援するスクールサポートスタッフを配

置するものです。成果指標、サポートスタッフ

配置により削減された教員１人当たりの勤務時

間は、目標値１日１２分に対し実績値１日１２

分となり、達成率は１００％、評価はＡとして

います。スクールサポートスタッフが学校教材

の印刷や採点業務等の事務を支援することで、

教員の勤務時間を縮減することができました。

引き続き、スクールサポートスタッフ等を配置

し、教員の働き方改革と児童生徒へのきめ細か

な指導に取り組むとともに、市町村教育委員会

や県立学校に対して配置の効果の周知を図り、

さらなる活用を促します。 

３３１ページをお開きください。 

中段の学校・家庭・地域による「学びの未来」

創造事業です。子どもや学校を取り巻く課題に

社会全体で対応するため、地域住民による教育

活動である「協育」ネットワークとコミュニテ

ィ・スクールとの連携を図り、地域学校協働活

動を推進するものです。成果指標、「協育」ネ

ットワークの取組に参加する地域住民の数は、

目標値１０万９千人に対し実績値９万４，６０

３人となり、達成率は８６.８％、評価はＣと

しています。新型コロナウイルスの影響による

教育活動の制限がありましたが、感染防止対策

を徹底し、地域の感染状況に応じて可能な限り

活動を実施しました。その結果、取組に参加す

る地域住民の数は前年度から増加したものの、

まだ回復途上にあります。今後は、モデル地域

の取組を県内全域に発信し、コミュニティ・ス

クールと地域学校協働活動の一体的推進体制を

構築することにより、多様な地域住民の参画を

図ります。 

最後に、３４４ページをお開きください。 

活かして守る大分の文化財保護推進事業です。

大分県文化財保存活用大綱に基づき、地域とと

もに文化財をいかして守るため、市町村の地域

計画作成を支援するとともに、文化財への理解、

関心を高める情報発信の強化や人材育成等を行

うものです。成果指標、地域計画作成数は、目

標値５市町村に対し実績値６市町村となり、達

成率は１２０．０％、評価はＡとしています。

昨年度、市町村職員を対象とした地域計画作成

研修会、講演会を２回開催し、全市町村からの

参加があり、関心の高さが伺えました。引き続

き、研修会の開催等を通じて市町村による地域

計画の作成を支援します。 

続いて、令和４年度行政監査の結果について

説明します。資料１６番、４ページをお開きく

ださい。 

令和４年度行政監査のテーマ、多様な主体と

の協働についての結果として、教育庁で指摘さ

れた事項はなく一定の評価をいただいています。

引き続き、所管する多様な主体との協働により

社会的ニーズに応えられるよう一層努めます。 

続いて６ページをお開きください。 

令和４年度包括外部監査のテーマ、外郭団体
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の適切かつ効率的な運営と内部統制についての

結果として、教育庁関連では公益財団法人大分

県奨学会と公益財団法人大分県スポーツ協会の

２団体において改善２件、勧奨７件、計９件の

御指摘をいただいています。このうち、主なも

のについて説明します。 

３６ページをお開きください。 

まず、公益財団法人大分県奨学会における改

善事項について説明します。番号２５－２の有

価証券の保有目的についてです。当法人では、

基本財産として多額の投資有価証券を満期まで

所有する意図を持って保有していますが、会計

処理上はその他有価証券に分類していました。

今回の御指摘を受け、今後取得する有価証券に

ついては、満期保有目的の債権に区分すること

としました。 

続いて、番号２５－３の備品の管理（備忘価

額）についてですが、当法人においてはパソコ

ンやプリンターといった資産について０円まで

減価償却を行っていました。しかし、台帳上、

使用しているものと処分済のものの見分けが困

難であったため、今後は備忘価額として１円を

記載し、処分したものと台帳上区別し、管理し

ていくこととしました。 

続いて、公益財団法人大分県スポーツ協会の

勧奨事項について説明します。番号２６－１か

ら２６－３の事業費負担金変更承認申請の意義

について、自主財源確保の取組について、効率

的な業務実施について等御指導いただきました。

これらの項目については、事務処理の改善や自

主財源の確保に向けた取組の継続とともに、業

務の廃止や統合等、効率的な業務実施に向けて、

事業の見直し等にも取り組んでいます。 

引き続き、今回包括外部監査でいただいた御

指摘については、現場の状況を踏まえた検討を

行い適切に対応するとともに、外郭団体との意

思疎通や情報共有を図り、円滑な事務処理を指

導します。 

神﨑教育財務課長 まず、教育委員会所管に係

る令和４年度歳入歳出決算の主な事項について

説明します。資料番号９、令和４年度決算附属

調書の１８ページをお開きください。 

歳入決算額の予算に対する増減額についてで

す。科目欄の一番下、教育費国庫補助金が４億

４１０万４０６円の減額となっています。これ

は、１９ページの一番上、学校施設環境改善交

付金における支援学校施設整備事業費の繰越明

許等によるものです。 

 続いて、３７ページをお開きください。 

不用額についてです。科目欄の上から４番目、

教育指導費が１億３９５万６，２５０円となっ

ています。これは、いじめ・不登校等解決支援

事業費の報酬等が見込みを下回ったことによる

ものです。また、上から１４番目、全日制高等

学校管理費が８，７５０万４，０４０円となっ

ています。これは、県立高等学校等通学時感染

防止対策事業費の委託料等が見込みを下回った

ことによるものです。 

 次に、４２ページをお開きください。 

収入未済額についてです。科目欄の下から３

番目、貸付金元利収入の人権教育・部落差別解

消推進課分が１億３４４万５，８７１円となっ

ています。これは、さきほど教育長からも御説

明した地域改善対策奨学金貸付金について、返

還義務者の生活困窮等により収入未済となった

ものです。 

 続いて、歳出決算の主な事項について説明し

ます。資料番号１０、令和４年度一般会計及び

特別会計決算事業別説明書の３４１ページをお

開きください。 

令和４年度歳出決算総括表ですが、教育委員

会に関係する予算の款、項は表の左にあるよう

に、第３款福祉生活費第２項児童福祉費、第１

０款教育費第６項大学費を除く、第１項教育総

務費から第８項保健体育費までの七つの項、さ

らに第１１款災害復旧費第４項県立学校施設災

害復旧費です。表の一番下の歳出合計で見ると、

左から２列目、予算現額欄にあるとおり予算額

１，１０６億１，９３５万３５６円に対して決

算額はその右側、支出済額欄のとおり１，０７

０億９，６５４万４，６０６円となっています。 

鈴木教育改革・企画課長 教育改革・企画課所

管分のうち、主なものを説明します。３４３ペ

ージをお開きください。 
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 一番下の左から二つ目の事業別決算額欄、広

報活動費６９７万３，６６３円は、広く県民に

対し教育行政施策の理解と協力を求めるととも

に、本県教育の一層の充実、振興を図るため、

教育全般に対する県民の意見要望等を反映した

教育番組の放映、広報紙の発行、広聴事業等に

要した経費です。 

内田教育デジタル室長 教育デジタル改革室所

管分のうち、主なものを説明します。３４５ペ

ージをお開きください。 

 上から二つ目、県立学校ＩＣＴ教育基盤整備

事業費４億２，６２０万５，２３０円は、教育

庁の業務用パソコン及び県立学校のパソコン教

室等の教育用ＩＣＴ機器の整備等に要した経費

です。  

吉雄教育人事課長 教育人事課所管分のうち、

主なものを説明します。３４７ページをお開き

ください。 

 上から５番目、教育庁ワークセンター設置運

営事業費１億２，６３５万６６２円は、障がい

者雇用を促進するため、教育庁内にワークセン

ターを設置するとともに、県立学校や県立図書

館などの教育機関において事務補助などを行う

障がい者スタッフの雇用に要した経費です。 

一番下、教員の産休・育休取得促進事業費６，

３１２万円は、教員が産休育休を取得しやすい

環境を整備するため、代替教員の早期配置に要

した経費です。 

神﨑教育財務課長 教育財務課所管分のうち、

主なものを説明します。３５４ページをお開き

ください。 

 一番下、就学支援事業費１９億２，２６８万

２，９９２円は、全日制高等学校の授業料に充

てる就学支援金の支給等に要した経費です。 

続いて、３５６ページをお開きください。 

上段の高等学校施設整備事業費２１億７，５

４９万３，３４９円は、安全安心で快適な教育

環境の確保を図るため、高等学校の大規模改造

工事等に要した経費です。 

谷川福利課長 福利課所管分のうち、主なもの

を説明します。３５９ページをお開きください。 

 一番上、児童手当費４億４，４５１万３千円

は、児童を養育している教職員に対し支給した

児童手当などです。 

続いて、３６０ページをお開きください。 

下段の一番上、教職員健康診断費４，１４６

万５，４３５円は、教職員の定期健康診断実施

などに要した経費です。 

前田学校安全・安心支援課長 学校安全・安心

支援課所管分のうち、主なものを説明します。

３６１ページをお開きください。 

 下から３番目、不登校児童生徒教育支援事業

費２，６２１万５，７４５円は、不登校が長期

化している児童生徒に対する支援の充実強化を

図るため、県教育支援センター「ポランの広場」

における教育相談アドバイザーの配置やＩＣＴ

を活用した家庭学習支援等に要した経費です。 

 続いて、３６２ページをお開きください。 

一番上、学校防災教育推進事業費５９５万２，

６４２円は、災害の脅威から身を守り、地域で

共に助け合うことができる人材を育成するため、

より実践的な防災教育や避難訓練の実施、安全

マップの作成等の防災学習に要した経費です。 

小野義務教育課長兼幼児教育センター長 義務

教育課所管分のうち、主なものを説明します。

３６３ページをお開きください。 

下段の第４目、教育指導費の上から２番目、

未来を創るＧＩＧＡスクール推進事業費１，２

９１万８１１円は、小中学校での主体的、対話

的で深い学びを推進するため、フロンティア校

においてＩＣＴを活用した授業改善等を実施す

るとともに、中山間地域等の小規模校における

遠隔教育の取組に要した経費です。 

 次の３６４ページをお開きください。 

下から４番目、幼児教育推進体制充実事業費

１，８３１万７，７３２円は、幼児教育施設に

おける幼児教育の質の向上を図るため、幼児教

育スーパーバイザーによる研修の支援や幼小接

続に関する研修等に要した経費です。 

升井特別支援教育課長 特別支援教育課所管分

のうち、主なものを説明します。３６５ページ

をお開きください。 

 一番上、小中学校通級指導教室充実事業費１

７６万２，９６７円は、小中学校の通級指導教
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室における、通級による指導システムの構築と

担当教員の専門性向上のため、モデル校３校へ

の定期訪問及び指導助言に要した経費です。下

から４番目、さくら咲く特別支援学校就労促進

事業費１，８５６万４，１７２円は、特別支援

学校生徒の一般就労を促進するため、さくらの

杜高等支援学校の授業内容を充実し、県内の特

別支援学校に配信するとともに、教員向け研修

の実施に要した経費です。 

山田高校教育課長 高校教育課所管分のうち、

主なものを説明します。３６６ページをお開き

ください。 

上から３番目、地域との協働による高校魅力

化推進事業費３，８７２万５，７０９円は、地

域の高校が中学生から選ばれ、地域に活力を創

出する学校となれるよう、地域課題探究学習等

の地域と連携した教育活動を強化する取組や、

中山間地域に立地する小規模高校等への遠隔授

業実施のためのネットワーク構築に要した経費

です。 

下から３番目、地域とつむぐ技術人材育成事

業費３，０２７万４，８１７円は、本県産業の

持続的な発展を担う技術人材を確保、育成する

ため、工業系高校において県内就職に向けた取

組を強化するとともに、次世代を担う高校生の

技術力強化を目的とした、先端機器を活用した

授業実践に要した経費です。 

森山社会教育課長 社会教育課所管分のうち、

主なものを説明します。３６８ページをお開き

ください。 

 下段の上から２番目、子ども科学体験推進事

業費４，４７８万２，１６０円は、小中学生の

科学に関する好奇心や探究心を育むため、学習

機能を持つ体験型子ども科学館Ｏ－Ｌａｂｏ（

オーラボ）を設置し、県内各地でのサテライト

ラボや科学技術系人材の育成に向け、中学生を

対象とした理数系講座の実施等に要した経費で

す。 

続いて、３７１ページをお開きください。 

上段の一番下、資料整備事業費６，１７８万

４千円は、県立図書館の電子書籍を含む図書購

入等に要した経費です。令和４年度は、新たに

１万３，７０４冊の図書を購入し、蔵書冊数は

１２３万７，４１６冊となっています。 

小原人権教育・部落差別解消推進課長 人権教

育・部落差別解消推進課所管分のうち、主なも

のを説明します。３７２ページをお開きくださ

い。 

一番上、人権の「授業づくり」推進事業費１

９７万５００円は、小中学校、高等学校におけ

る人権の主体的、対話的で深い学びの実現に向

けた授業づくりの推進に要した経費です。 

その下、日本語指導ステップアップ事業費６

８０万７，９６０円は、帰国、外国人児童生徒

等に対する日本語指導の充実を図るため、日本

語指導支援員を県立高校に派遣するとともに、

小中学校に支援員の派遣を行う市に対して補助

を行ったものです。 

三重野文化課長 文化課所管分のうち、主なも

のを説明します。３７３ページをお開きくださ

い。 

上から４番目、みんなでつくる文化活動推進

事業費２１５万２，７６８円は、文化活動を通

じた相互理解の促進や障がいの有無にかかわら

ない発表機会の創出のため、特別支援学校と県

立高校の同世代交流や、県内の児童生徒による

作品展示を行ったものです。 

続いて、３７４ページをお開きください。 

上から３番目、文化財保存事業補助事業費６，

８５０万円は、国及び県指定文化財の保存修理

事業に対して補助を行ったものです。 

佐保体育保健課長 体育保健課所管分のうち、

主なものを説明します。３７６ページをお開き

ください。 

下から２番目、学校・スポーツ活動感染対策

事業費４，９４１万１，８２４円は、新型コロ

ナウイルスの感染拡大防止を図るため、全国高

等学校総合体育大会や国民体育大会等に出場す

る選手の、ＰＣＲ検査費用の補助や学校教育活

動で使用する抗原検査キットの配備、各種スポ

ーツ大会における感染防止対策に要した経費で

す。 

 次の３７７ページをお開きください。 

下から４番目、国民体育大会九州ブロック大
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会開催準備事業費４，４０２万５，２２２円は、

本年度本県で開催された国民体育大会第４３回

九州ブロック大会に向けた競技環境の整備等に

要した経費です。 

三浦委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し私から指名を受けた後、自席で起立の上マイ

クを使用し簡潔かつ明瞭に答弁願います。  

 事前通告が７名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

守永委員 ２項目お尋ねします。 

 まず一つが、主要な施策の成果３１５ページ、

働き方改革に向けた教職員Ｗｅｂ研修推進事業

についてです。コロナ禍の対策ともあいまって

行った事業だと思いますが、結果的に教職員の

研修会場への移動時間削減につなげて工夫して

いると分かりました。少し分かりづらいのが、

成果指標で教育センターまでの往復時間の削減

として単位が日となっていますが、この表で目

標値と実績値をどのように読み取ればよいのか

説明してください。この研修でオンライン研修

を実施するのは教職員の負担軽減と記述されて

いますが、受講生である教職員に、子どもたち

のそばにできるだけいられるようにすることを

目的としているのか、激務を緩和することを目

的としているのか、この働き方改革の狙いをお

聞かせいただきたいと思います。 

 二つ目が、決算事業別説明書３６５ページの

合理的配慮推進事業費についてです。障害を理

由とする差別の解消の推進に関する法律に基づ

いて、障がいのある幼児、児童、生徒が合理的

配慮の提供に係る適切な意思の表明ができるよ

う必要な支援を自ら選択し、他者に伝えるため

の教育を行ったと説明しています。この事業の

趣旨は障がいのある方に対する指導なのか、そ

れとも障がいのある方と接する子どもたちが思

いやりを持つための指導にあるのか、基本的な

スタンスを教えていただきたい。 

吉雄教育人事課長 働き方改革に向けた教職員

Ｗｅｂ研修推進事業の成果指標ですが、研修を

オンライン化することで削減された受講者の移

動時間の合計を、１日の勤務時間である７時間

４５分で日単位に換算したものです。 

 令和４年度は、当初計画していたオンライン

研修数を基に目標値を７５２日に設定しました

が、新型コロナウイルス感染拡大に伴うオンラ

イン研修数の増加により、実績値は１，０８７

日となりました。研修のオンライン化は効果的、

効率的な研修を実施するとともに、移動時間の

削減により教職員の負担軽減を図り、子どもと

向き合う時間を確保することを目的としていま

す。 

升井特別支援教育課長 合理的配慮推進事業費

について説明します。 

 本事業では保育園、幼稚園や小中学校等の教

育関係者を対象に支援しています。教育関係者

が障がいのある幼児、児童、生徒に望ましい教

育的対応を行うことにより、将来的に幼児、児

童、生徒自らが合理的配慮を申請できるように

なることを目指しています。 

事業では、次の二つを実施しています。一つ

は、専門的知識を有する大学教員、臨床心理士、

指導主事等からなる専門家チーム会議、相談会

の実施です。教育関係者や巡回相談員に対して、

障がいのある幼児、児童、生徒への教育的対応

や校内支援体制等についての専門的意見や助言

を行っています。もう一つは、特別支援学校の

センター的機能に係る巡回相談として、特別支

援学校の巡回相談員が小中学校等を訪問し、教

員からの相談内容に対して指導内容、方法や校

内支援体制等について指導助言を行っています。

小中学校等の特別支援学校で、巡回相談員が受

ける相談内容については１５％が校内支援体制

についてであり、障がいのある幼児、児童、生

徒を支える周囲の人々への啓発などについての

内容も含まれています。 

守永委員 働き方改革のＷｅｂ研修について、

状況は理解できました。できれば日ではなく時

間で書いていただけると分かりやすくなると思

います。７時間４５分ということで、逆に掛け

れば時間数になると分かりました。 

 あと、子どもたちのそばにいる時間を確保し、

負担軽減にもつながるということで、やはり子
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どもたちときちんと向き合える時間を確保する

というスタンスがあるのが大事だなと感じます。

また、この研修だけではなく様々な職場への投

げかけに関しても、児童生徒と向き合える時間

をできるだけ確保することを心底に置いていた

だければと思っています。 

 合理的配慮の部分については、どこでこの事

業に取り組むのかで違うと思いますが、障がい

を持つ方が集まる場でこういう指導をするので

あれば、自分が困っているときには助けを求め

ていいのだよと伝えることが大事だと思います。

ただ、他の生徒も含めてそれぞれの思いや主張

を互いに受け止めあう教育をしていくのであれ

ば、もっと広く見た方がいいと思います。通常

学級と、特別支援学校など特殊な環境での指導

の在り方は少し違うとは思いますが、その辺は

常に意識して、できれば健常な児童生徒にそこ

が伝わる機会もつくっていただければと思いま

す。ありがとうございます。 

升井特別支援教育課長 御指摘ありがとうござ

います。共生社会の実現に向けたインクルーシ

ブ教育システムの構築に向けては、本事業にお

ける合理的配慮の推進とともに、障がいのある

児童生徒と障がいのない児童生徒が触れ合い、

ともに活動する交流及び共同学習の充実を図っ

ています。各特別支援学校においても教育課程

に位置付けて、地域や居住地の小中学校等との

交流及び共同学習の充実を図っています。 

吉村委員 決算事業別説明書３６１ページのい

じめ・不登校等解決支援事業費について伺いま

す。 

 令和４年度の小中学校、高校の不登校児童生

徒数が過去最多で、いじめの認知件数は減少し

ているものの、不登校やいじめについては学校

現場における大きな課題になっています。その

中で、少し細かくなりますが、令和４年度の登

校支援員の配置状況、支援員配置の成果と課題、

また、登校支援員の教員免許の有無については

どうなのか。それから、小学校でも不登校の児

童が増えている中で、小学校への配置はどう考

えているのか。登校支援員については週４日、

１日６時間勤務と聞いていますが、勤務変更等

について検討しているのか伺います。 

あわせて、主要な施策の成果にもスクールロ

イヤーの活用が書かれていますが、今後、スク

ールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ーとともに、このスクールロイヤーの役割が非

常に大きくなると思っています。そこで、主な

活動内容や報酬、人数のほか、どのような方が

スクールロイヤーになっているのか、その効果

と課題について。さらに、学校現場に関わって

いく中で、法律については専門性を有している

と思いますが、学校現場に関する研修等はスク

ールロイヤーに行っているのか伺います。 

前田学校安全・安心支援課長 登校支援員につ

いてお答えします。 

 まず、配置の状況ですが、県下の全市町に配

置しており、令和４年度は中学校１４校に配置

しています。続いて、成果と課題です。成果に

ついて、令和４年度は利用生徒数が計２６７人

で、そのうち不登校から別室登校へ移れた生徒

が１２０人、別室登校から友達がいる教室に戻

れた生徒が６２人いました。課題については、

当該校や市町の教育委員会と連携していますが、

人材確保が課題と捉えています。次に、登校支

援員の教員免許の有無についてです。令和４年

度の１４人のうち、教員免許を有している方は

９人です。ただ、免許を保有していなくても、

これまで特別支援教育の支援員とか校内での読

み聞かせなどの経験があり、学校教育に理解、

意欲のある方を採用しています。次に、小学校

への拡大の検討です。小学校の不登校ももちろ

ん重要課題と捉えていますが、直近の不登校児

童生徒数の調査では、小学校は８１６人で、こ

れは全児童の１．４％になります。一方、中学

校は１，８８７人で、これは全生徒の６．３％

になります。こういった状況を踏まえ、中学校

の配置を拡大しており、ＩＣＴ学習支援などを

活用して学習機会の保障に努めています。登校

支援員の勤務変更について、登校支援員は別室

登校する生徒が学校に滞在している時間帯に勤

務しています。 

 続いて、スクールロイヤーについて５点質問

いただいたので順次お答えします。スクールロ
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イヤーの主な活動は３点あります。一つ目は学

校からの法律相談、二つ目は児童生徒が対象の

いじめ予防授業、三つ目はいじめに関する教職

員研修です。スクールロイヤーの人数と報酬に

ついて、法律相談を担当するスクールロイヤー

は１６人で、面接で相談した場合は１時間当た

り１万円、電話相談の場合は１時間当たり５千

円となっています。予防事業、教職員研修担当

のスクールロイヤーは４６人で、１時間当たり

６千円となっています。次に、スクールロイヤ

ーの選定基準ですが、大分県弁護士会が登録弁

護士の中から選定しています。４点目、スクー

ルロイヤーの配置の効果と課題です。効果につ

いては、主な活動の１点目、学校からの法律相

談の関係では、例えばＳＮＳによる拡大、拡散

防止など、学校だけでは解決できない事案に法

律面から指導助言を受けています。主な活動２

点目のいじめ予防事業、３点目の教職員への研

修の関係ですが、こちらも大変有効であり、い

じめの定義の再認識などにより、いじめの未然

防止につながっています。課題については、コ

ロナ禍でいじめ予防事業や教職員研修への招聘

が減少傾向であるため、改めて活用を促してい

ます。最後に、スクールロイヤーに対する研修

について、最新の教育課題やスクールロイヤー

として活動する上での課題などを共有するため

に、毎年連絡協議会を開催して情報共有をして

います。 

吉村委員 丁寧な説明ありがとうございました。

不登校については、さきほど小学校が１．４％

ということでしたが、大規模な学校等について

は確実に不登校の子どもが増えているので、そ

こは検討していただければと思うし、スクール

ロイヤーについては、いじめの問題だけではな

く、学校内でいろんなトラブルが起きている中

で、このスクールロイヤーの役割は非常に大き

くなると思っています。ただ、適法か違法かと

いう判断基準だけではなく、教育的な視点が非

常に大事だと思います。情報共有等もしている

ので、今後ともぜひ積極的な活用も含めて十分

連携を取っていただければと思います。 

 次の質問ですが、決算事業別説明書３７６ペ

ージの学校給食費についてです。県立学校にお

いて、米粉パンを提供している学校がどの程度

あるのかと、学校給食における米粉パンの導入

について、これまで検討したことがあるのか伺

います。 

佐保体育保健課長 県立学校における米粉パン

を提供している学校数及び米粉パン導入の助成

について、検討の状況をお答えします。 

 まず、学校給食を提供している県立学校１８

校のうち、米粉パンを提供している学校は１１

校です。本県の学校給食で提供される米粉パン

は、大分県産米を製粉したものを原料にしてお

り、地場産物の活用とともに食育の観点からも

地域産業に対する理解や農業に携わる人々への

感謝の心を養うなど教育的効果が期待されてい

ます。一方、学校給食においては肉や野菜、魚

など、多様な食品を組み合わせて児童生徒が各

栄養素をバランスよく摂取しつつ、様々な食に

触れることが大事であると考えています。 

こうしたことから、多様な食品を扱う中で、

県教育委員会が米粉パンという特定の食品に対

して助成等を行うのは難しいため、現時点では

していません。 

吉村委員 ありがとうございました。県立学校

でも米粉パンが使われているとのことですが、

小麦粉のパンより米粉パンの方が生産費用が高

くなります。日田市などは学校給食米粉パン利

用促進事業補助金というものがあるようですが、

農林水産部とも連携しながらぜひ、こういうも

のを通じて米の普及など、今後とも検討してい

ただけたらと思います。要望です。 

福崎委員 決算事業別説明書３４５ページの新

時代の学びを支えるＩＣＴ活用推進事業費につ

いてお聞きします。 
 県立学校及び社会教育施設のＷｉ－Ｆｉ環境

整備について、どの程度進んでいるのか教えて

ください。また、今後の環境整備に対する計画

をどのように考えているのか。それから、今後

教員の端末機の管理更新にどのくらい、質問通

告ではイニシャルコストと書きましたが、すみ

ません、これは間違いでランニングコストがど

の程度見込まれるのか教えてください。 



- 10 - 

それから、３５２ページの高等学校等奨学金

貸与事業費、公立高等学校等奨学金給付事業費

についてですが、この奨学金の貸与と給付状況

はどうなっているのか。また、奨学金貸与にお

ける返済状況がどうなっているのか教えてくだ

さい。返済困難な方もいると思いますが、その

要因と、その方に対してどのような対応を取っ

ているのかお聞きします。また、奨学金の貸与

と給付を受ける方についてどのような違いがあ

るのか教えてください。 

 それから、３６４ページのミュージアムを活

用した子どもの感性育成事業費について、令和

４年度から令和６年度までの間で小学校４年生

並びに特別支援学級の児童に対して行うとのこ

とです。２４校４３学級が実施していますが、

県内各地の小学校４年生を対象として、今後ど

のような取組を考えているのか。また、その２

４校４３学級以外で実施していれば教えてくだ

さい。 

内田教育デジタル改革室長 新時代の学びを支

えるＩＣＴ活用推進事業費についてお答えしま

す。 

 まず、県立学校のＷｉ－Ｆｉ環境整備につい

ては普通教室、特別教室など授業で利用してい

る教室を中心に、昨年度までに２，３３９か所

の整備を完了しています。また、今年度につい

ては特別教室や会議室、体育館、実習教室など

２４１か所に機器の追加整備を行う予定です。

社会教育施設のＷｉ－Ｆｉ環境整備については、

令和４年度に県立図書館、香々地青少年の家、

九重青少年の家を整備しており、令和５年度に

埋蔵文化財センター、歴史博物館を整備してい

ます。県立の社会教育施設全５施設の整備は完

了しています。今後の県立学校の整備について

は、屋外実習場や学習スペースなど、学校から

の要望に応じて検討します。 

 さきほど話のあったランニングコストの関係

ですが、イニシャルコストを調べており、教員

の端末１台当たりの端末の本体、キーボード、

管理ソフト、設定委託費等が約７万８００円で

す。ランニングコストについては、また確認し

てお答えします。 

神﨑教育財務課長 まず、高等学校等奨学金貸

与事業費について、奨学金の貸与等については

公益財団法人大分県奨学会が行っており、本事

業はその奨学会の運営費補助や貸与原資の貸付

けに係るものです。令和４年度の奨学金貸与実

績は１，４１６人に対して４億２，９８６万円、

返済の状況については１万２，２５９人から返

還があり、返還率は７３．４％となっています。

返還が困難となる主な要因は収入減や疾病、失

業によるものであり、返還困難なケースについ

ては個別相談を行い、返還猶予制度を案内して

いると聞いています。 

 次に、公立高等学校等奨学金給付事業につい

てお答えします。本事業は、生活保護世帯や住

民税非課税世帯の生徒に対し、授業料以外の教

育費を給付するもので、令和４年度は２，６３

４人に給付しています。 

両事業の違いについて、貸与事業は大分県奨

学会が実施する事業に対するものであり、給付

事業は授業料以外の教育費を給付するものです。 

受ける方に違いはなく、両方とも対象になりま

す。 

小野義務教育課長 ミュージアムを活用した子

どもの感性育成事業費の実施状況等についてお

答えします。 

 これまでの実施状況について、令和４年度は

２４校４３学級８００人の参加がありました。

令和５年度は２４校４０学級８４３人の児童が

参加する予定となっています。参加校からは、

図工の授業における子どもたちの表現方法の工

夫や意欲の向上、作品を見る視点の広がりなど

成長の様子が見られたとの報告を受けています。

また、教員の鑑賞領域における指導力向上にも

つながっていると聞いています。今後も、子ど

もたちの豊かな感性を育むために、県立美術館

と連携を密にしながら本事業を進めていきたい

と思います。 

福崎委員 貸与についてはお任せしているよう

ですが、奨学金を借りて就職してその返済のた

めに大変苦しんでいる話も聞くので、しっかり

そこら辺は細かく聞いていただいて、十分な対

応をしていただきたいと思います。せっかく奨
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学金を活用して学んで、これから社会に羽ばた

いていく皆さんが、羽ばたいた途端に苦しむこ

とのないよう、お願いします。 

また、感性教育については小学校４年生が対

象で、毎年８００人程度やっているということ

ですが、対象となる学校はどのように選考した

のか。例えば、募集をかけて応募いただいた学

校を対象にしているのか。それから、せっかく

候補であるのなら８００人ではなく、もう少し

増やすことができないのか、そこら辺はどう考

えているのか最後に聞きたいと思います。 

小野義務教育課長 基本的に、それぞれの学校

の希望になっています。我々としては、これま

でに参加の少ない市町村等に対して働きかけを

しています。 

 人数についてですが、１回のミュージアムツ

アーの上限を６０人と設定しており、確かにた

くさんの児童を入れたい思いはありますが、一

グループ５人ぐらいでじっくりガイドの説明を

聞きながら鑑賞する中では、やはり静かな状況

も必要になるので、大人数で美術館に行くのは

ちょっと難しい部分もあります。また、これに

関わる本課の担当指導主事が１人しかいないの

で、こういったことを踏まえ、目標値を５４学

級にしています。この辺が限界かと思いますが、

今後もっと増やせるように努力したいと思いま

す。 

二ノ宮委員 決算事業別説明書の３６６ページ、

地域との協働による高校魅力化推進事業費につ

いてです。 

 この事業は、特色ある高校づくりとして平成

２８年度にスタートしたと記憶しています。当

時、県内１０校の高校が定員割れとなり、その

解消策としてそれぞれの高校が特色ある高校づ

くりを行い、生徒に選ばれる魅力ある高校とな

ることで、地方の高校が存続できるようにとの

強い思いで始まった事業です。そのためには地

域との連携や地域の課題探求、そして地域の活

力創出という分野も大切だと理解しています。

その点については効果が上がっており、地域と

高校を結び付ける事業になったと思っています。

ただ、肝心なその高校の特色づくりを高める取

組がだんだん薄れていると感じています。８年

間のこの事業の推移と、これからどのような方

向を目指すのか伺います。 

山田高校教育課長 地域との協働による高校魅

力化推進事業は、現在第３期目です。 

第１期においては学校と地域の関係者からな

る協議会を設置し、地域との連携を図りながら

生徒の学びを推進しました。第２期については

総合的な探求の時間の中で、地域の課題解決に

向けた学びを通じ、地域貢献に関わろうとする

人材育成に取り組んできました。現在行ってい

る第３期目ですが、地域との連携をさらに強化

する意味で、地域人材を発掘、活用できるよう、

全ての採択校がしっかりコンソーシアムを構築

するように取り組んでいます。学校が本来持つ

特徴をさらに深化し、今後の学校の魅力、特色

につながる取組としては、例えば中津南高等学

校耶馬渓校では既存の生活福祉コースの学びを

充実させ、特色を打ち出すため、地元自治体等

と連携して高齢者サロンを立ち上げ、事業の中

でサロンの企画運営に取り組んでいます。 

 こうした取組により、同校の生活福祉コース

を志願する中学生や卒業後に地元の高齢者施設

に就職する生徒も出るなど、学校の魅力、特色

の一つとなっています。また、由布高校では例

年行われている観光コースによる学習発表会に

おける由布市、観光協会、地元企業等で構成す

るコンソーシアムからの助言等により、観光コ

ースの学びの充実が図られています。この事業

を通して各校の特徴を深掘りし、地域との連携

の中でその魅力を強化していく取組が重要であ

ると考えています。 

 今後も地域で活躍する人材の掘り起こし、地

域資源の再発見など、新たな強みを最大限いか

しながら、引き続き地域との協働の中で、学校

の魅力につながる取組を推進していきます。 

二ノ宮委員 ちょうど８年前になりますが、初

めて県議会議員として一般質問をしたときに、

特色ある高校を取り上げました。そのときに定

員割れの高校が１０校ありましたが、２００万

円ずつ２千万円の予算でこの事業が始まったこ

ともあり、この８年間、特に地元である由布高



- 12 - 

校を通じて、この事業がどうなっているのかず

っと注視してきました。 

 今一番大切なことは、地方の高校が廃校にな

るのではないかということなんですね。だから、

そのためにこういう事業を行いながら生徒に選

ばれる高校にしていこうと、地域も高校も生徒

たちも一緒になってずっとやってきました。一

定の効果は上がっていると思っています。さき

ほど、由布高校の観光コースのことが出ました

が、発表会には私も必ず行っています。また、

いろんな事業で地域と結び付いてやっていただ

いており、確かにそういう面ではすごい効果、

すばらしい事業だと思っています。ただ、生徒

が高校を選ぶ場合、例えば由布高校で言うと観

光コースでは、卒業のときには英語とか韓国語

が片言でもしゃべれるとか、社会に出てあそこ

の高校のあの科に行っていたから力が付いてい

るんだと、そういう取組が薄れているのではな

いかという指摘です。 

車の両輪で地域との兼ね合い、もう一つは生

徒に選ばれるための学校の魅力づくりを目的に

この事業が始まったと思っているので、その辺

についてどう考えているか聞かせてください。 

山田高校教育課長 委員が御指摘のとおり、こ

の事業を通して地域との結び付きの強化は図ら

れてきたと考えています。また、各学科やコー

スのそういった学びはこれからの時代、学校の

中だけで完結するものではないと考えており、

外部人材を活用してしっかり子どもたちの学び

を深化させることで、その学科やコースの魅力、

特色を出していくことが重要になっています。 

 そのためには、やはり身近にいる地域の専門

家等の意見やアドバイス、御協力をいただきな

がら、各学科やコースの学びの深掘りなどを強

く推進していく必要があると考えています。あ

わせて、さきほど語学の話がありましたが、そ

れぞれの教科の学びもしっかり地道にやってい

く必要があるのと、各学校のそういった魅力や

特色の広報の在り方も、これからさらに改善し

なければならないと思っているので、そういっ

た魅力の打ち出しもどうしていくべきか検討し

たいと考えています。 

二ノ宮委員 ありがとうございます。令和４年

度の事業実績を見ました。定員割れの高校が１

８校に増えています。これは悲しいことだと思

いますが、定員割れ等が増えているのは人口減

少社会なので、それは仕方ないことだと思いま

す。その中で、やはり高校の特色も大事ですが、

その高校の生徒からここに来ないかという声が

出ると、相乗効果でいい方向に行くのではとい

うことも聞きます。 

 大変難しい問題だと思いますが、ぜひ少し方

向を変え、原点に戻って魅力化に力を入れてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

猿渡委員 ４点についてお聞きします。 

 まず、決算事業別説明書の３４９ページ、小

中学校費の関係で、小中学校の特別支援学級在

籍の児童生徒は、通常の学級編制の人数に含ま

れないため、特別支援学級の児童生徒を含める

と４１人以上、あるいは３５人以上、３０人以

上と、学級編制の基準を上回る場合があります。

このような状況が県下に何学年あるのか御答弁

ください。先日、本会議で私がこれを質問した

際の調査していないという教育長の答弁は、県

民に対して大変失礼だと思っています。県民か

らも県民軽視だという声が上がっているので、

真摯に御答弁ください。これに対して、県が独

自で学級編制の基準人数を、特別支援学級在籍

の子どもを含めた数にするべきだと考えます。

これは一遍にできなくても、優先順位を決めて、

例えば４０人以上になるところを中学生からで

もやるとか、国に対して働きかけるとか考えて

いただきたいと思います。 

 ２点目、３６２ページの学校安全研修推進事

業費の関係です。高校などで教職員や生徒たち

にＡＥＤの使用など、応急手当講習をしていま

すが、この内容について説明いただきたいし、

これは繰り返しの研修が必要かと思います。さ

らなる充実を求めたいと思いますがいかがでし

ょうか。 

 ３点目、３６１ページのスクールソーシャル

ワーカー活用不登校等対策事業費の関係ですが、

スクールカウンセラー及びスクールソーシャル

ワーカーの人数と、どのような資格を持ってい



- 13 - 

るのか。さらには学校ごとの勤務時間や待遇、

給与の状況はどうなのか。大変重要な仕事にな

っているので、正規化や人数、勤務時間の充実

が必要ではないかと考えますがどうか。 

 ４点目、主要な施策の成果の３３１ページ、

学校・家庭・地域による「学びの未来」創造事

業の関係です。これは文化関係の方からですが、

子どもたちが今、例えばピアノやいろんな楽器

を習いたいと思っても、なかなかそれができる

状況にはないけれども、学校にはピアノやいろ

んな楽器があり、それを幅広い子どもたちに触

れてもらい、そういう中で心を育てることが大

事じゃないかという御意見をいただいています。

そこで、芸術文化短期大学の学生とか地域のボ

ランティアの力を借りて、多くの子どもたちが

そういう楽器に親しむ経験を持てるようにでき

ないか、答弁いただきたいと思います。 

吉雄教育人事課長 特別支援学級に在籍する児

童生徒の全員が一斉に合流した場合で推計する

と、小学校で６８学級、中学校で３５学級とな

りますが、これは理論上の最大値であって、状

況によっては通常学級との交流を行うことがで

きない児童生徒もいることから、さらに少なく

なるものと認識しています。 

 文部科学省からは、障がいのある児童生徒が

必要な指導体制の整っていない通常学級で指導

を継続して受ける状態は不適切であり、原則と

して、週の半分以上は特別支援学級で学ぶよう

通知も出されています。今年度は、小学校６８

学級に対して特別支援学級２４３学級、中学校

では３５学級に対し１０９学級と、大幅に上回

る特別支援学級を設置しており、特別支援学級

の担任を配置した上で、さらに県独自で教員を

増員することは困難です。 

前田学校安全・安心支援課長 教職員や生徒へ

のＡＥＤ使用など、応急手当講習についてお答

えします。 

 現在、学校貸出用として心肺蘇生訓練に極め

て有効な模擬人体とＡＥＤ本体がセットになっ

たＡＥＤ訓練セットを当課に２０組備えていま

す。令和４年度は県内小中学校、高校、特別支

援学校の延べ１３校で、このセットを活用して

心肺蘇生訓練を実施し、教職員及び児童生徒の

計１，８０９人が参加しました。また、全ての

県立学校に日本赤十字社などが実施する救急法

受講済みの防災士を配置しており、学校の応急

手当講習の中心的な役割を担っています。さら

に、実際にＡＥＤを使用する際にはプライバシ

ーにも配慮する必要があることから、本年７月

に全ての県立学校に三角巾を配布しました。今

後も、ＡＥＤ訓練セットの積極的な活用を促進

するなど、緊急時の対応力向上を推進していき

たいと考えています。 

 続いて、スクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカー活用事業についてお答えしま

す。多様化する課題に対し、チーム学校での対

応に有効なスクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカーを全ての公立学校がカバーで

きるように配置し、増員しました。具体的には、

スクールソーシャルワーカーが県費負担になっ

た平成２８年度を基準にお答えしますが、スク

ールカウンセラーは７３人だったものが、令和

４年度は３１人増の１０４人、スクールソーシ

ャルワーカーは２２人だったものが、令和４年

度は３９人増の６１人を配置しています。また、

増員に伴って児童生徒等に対応するための配置

時間数も増やしました。週当たりの全配置時間

数で見ると、スクールカウンセラーは８７２時

間だったものが、令和４年度は６７６時間増の

１，５４８時間、スクールソーシャルワーカー

は３０４時間だったものが、令和４年度は５３

６時間増の８４０時間となっています。さらに、

１時間当たりの報酬単価も増額しました。スク

ールカウンセラーは３，７７０円だったものが、

令和４年度は５８０円増の４，３５０円、スク

ールソーシャルワーカーは１，５００円だった

ものが、令和４年度は１，７８０円増の３，２

８０円となっています。 

令和４年度のスクールソーシャルワーカー１

０４人のうち、公認心理士などの資格を持って

いるスクールカウンセラーは６２人です。また、

スクールソーシャルワーカーは全員が社会福祉

士又は精神保健福祉士の資格を有した者を配置

しています。スクールカウンセラー、スクール
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ソーシャルワーカーの正規化や勤務時間数の充

実については、今後も他県の状況を注視してい

きたいと考えています。 

森山社会教育課長 多くの子どもが地域ボラン

ティアの力を借りて楽器に親しむ活動について

説明します。 

 学校・家庭・地域による「学びの未来」創造

事業では、県内各地域において放課後や土曜日

等の休日に、地域住民による多様な体験活動を

行う小学生チャレンジ教室を実施しています。

本教室においては、地域のボランティアの力を

借りて琴や太鼓などの和楽器、ギターやハーモ

ニカなど、小学校の授業では扱わない楽器に親

しむ活動も別府市、中津市などで実施していま

す。今後も、このような取組を活動事例集等に

より、他地域にも周知するよう努めていきたい

と考えています。 

猿渡委員 ありがとうございます。一つ目の問

題は、例えば中学校２年生、３年生とか、４０

人を超えるところだけでも何とかできないかと

か、国に向けての働きかけも大事になってくる

と思います。現場の先生からここを何とかして

ほしい、数も調べてほしいという声を受けて質

問しているので、ぜひ前向きに考えていただき

たい。再答弁を求めます。 

 二つ目の問題は、これは要望ですが、死亡事

故の教訓をどういかすのか。特別支援学校での

死亡事故のときに、ＡＥＤが十分活用されなか

った教訓をいかすために、さらなる繰り返しの

研修などを求めたいと思います。 

 三つ目の問題ですが、スクールカウンセラー

の中には臨床心理士とかはいませんか。また、

リーダーになる方だけでもせめて正規化が必要

ではないかと思いますが、どうでしょうか。 

吉雄教育人事課長 教職員定数の改善には、国

による教職員定数の充実と安定的な配分が必要

と考えています。 

前田学校安全・安心支援課長 公認心理師や臨

床心理士も入っています。また、正規化につい

ては国の動きも見なければならないと思ってい

ます。 

今年の５月に日本大学の末冨教授、大阪公立

大学の山野教授を中心として、スクールソーシ

ャルワーカーの常勤化についての記者会見があ

りました。また、国は学校教育法施行規則を改

正して、スクールソーシャルワーカーを学校に

おける児童生徒の福祉に関する支援に従事する

職員と記載しています。さらに、中央教育審議

会の中でも、学校教育法において正規職員とし

て規定することも国に提言しています。なお、

文部科学省が設置している不登校に関する調査

研究協力者会議の中でも、引き続き配置時間の

充実を図るとともに、常勤化について引き続き

検討を行うことが必要とも書いています。加え

て、全国知事会においても、必要な配置ができ

るよう財源についての要望は出しています。 

国の方針がまだ定まっていないので、国の動

きや他県の動きを見ながら本県についても考え

ています。 

猿渡委員 一つ目の問題、だから国に向けて働

きかけていただきたい。大分県独自でできない

のか精査して考えていただきたい。 

 三つ目の問題は、臨床心理士は大学院も出て

非常に重要な資格ですよね。そういう方が非正

規で働いているのは大変申し訳ない、もったい

ないと思います。中心になる方だけでも正規化

していく方向をぜひ追及して……（ブザー) 

佐藤委員 決算事業別説明書の３６６ページ、

地域との協働による高校魅力化推進事業費につ

いてお尋ねします。 

 さきほど二ノ宮委員からもあり、いろんな議

論をお聞きしました。その上で少しお尋ねしま

す。地域での高校の存在は、地域の教育の核と

なるもの。特に、私ども豊後高田市には１市１

校の状態で、その存続が非常に重要な問題とな

っています。県教育委員会においては、基本的

には存続の意向を持っているとのことで大変あ

りがたく思います。そして、こういう事業を行

って、その高校の魅力をつくっていただいてい

ることは理解しています。 

事業概要を見ると、地域の高校が中学生に選

ばれ、地域に活力をもたらすとなっています。

確かに地域のことを学んで、地域の方と一緒に

イベントに参加したり実施したりと、地域の高
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校の存在を示すこと、高校の在学生が地域を誇

りに思うという点は実績になっていると思いま

す。豊後高田市においてもイベントに参加した

り新しい行事をつくったり、新しいお土産を開

発していると聞いていますが、主眼である高校

の魅力化――中学生がその高校に進学したいと

思う取組について、特に何かやっていることが

あればその実績を教えてください。 

山田高校教育課長 地域との協働による高校魅

力化推進事業の取組については、さきほど二ノ

宮委員にも話しましたが、それ以外にも、高田

高校では総合的な探求の時間において、豊後高

田市の昭和の町でのフィールドワークを通じて、

観光地としての魅力や移住者の視点で見た豊後

高田市の魅力についての探求学習を行っていま

す。あるいは地域の活力創出として、そば打ち

道場で学んだ高田高校のそば打ちチームが新そ

ば試食会でそば打ちを披露しており、特産品そ

ばのＰＲ活動を積極的に行っています。また、

日田林工高校では４学科を挙げて地域貢献活動

に取り組んでおり、昨年は日田千年あかりに向

けた竹灯籠のオブジェや看板を製作し、当日は

準備から点火作業まで全校生徒で行っています。

それから、竹田高校では地域の探究学習におい

て、竹田市ふるさと納税返礼品の掲載サイト改

善策を提言し、実現しています。また、例えば

中学生に向けた学習会を開催するなど、学習サ

ポートをしている学校もあります。そういった

ことを通じて、中学生に選ばれる学校づくりに

取り組んでいます。ちなみに、竹田高校につい

ては１０年ぶりに定員が充足しています。 

 中学生や保護者に対し、このような取組を全

て、いろいろな形で広報しています。中学生と

の部活動の交流や直接的な交流以外にも、高校

生がこういった取組、学びで頑張っているとい

うこともしっかり広報することが大事だと思っ

ています。 

佐藤委員 ありがとうございます。確かに地域

の魅力は面白いと思うし、さきほど御紹介いた

だいたように、私ども豊後高田市はそばの関係

があって、小学校と高校でクラブ活動をやって

いますが、今回、高田中学校がそば打ちクラブ

をつくっています。学校側には、地域の活動に

すごく貢献していただいていると認識していま

す。ただ、地域の活動はもちろんですが、中学

生が魅力を感じるのはストレートに学習、塾的

なものだったり、スポーツ、文化活動だったり、

そういったものだと思うので、何かそちらの方

に事業が発展できないかなと考えています。 

 基本的にはその高校、生徒が活動内容を決め

ていくとは思いますが、新たにそういった検討

をしていただきながら、よりよい事業にしてい

ただきたいと思います。要望で終わります。 

山田高校教育課長 さきほど紹介した事例につ

いては地域の方との連携が中心でしたが、この

魅力化事業の中では、地域の小学生や中学生と

の交流も取組のメニューとしてできるようにな

っています。例えば、吹奏楽とかの直接的な連

携などいろいろやっている学校もあるので、引

き続きそういった取組を推進していきます。 

麻生委員 決算事業別説明書３７１ページの第

４目図書館費について伺います。 

 約３億円の決算額ですが、その成果について

伺います。今年９月に発表されている教育に関

する事務の管理及び執行の状況の点検・評価結

果報告書の５ページによると、目標指標ごとの

達成率の中に、学校教育に関する４５指標があ

ります。その中の、本を読まない小学校、中学

校、高等学校の達成率が非常に低く、読書習慣

がなかなか改善されていないと言うか、向上し

ていないように思えてなりません。 

 そこで伺いますが、答えのない時代に突入し

ている今、教育に求められる探究心を育むため

には、やはり体験できない中でも読書によって

探究心の動機付けをすることがとても大事にな

ると思っています。そういう中で、長野県では

公立電子図書館のサービスが充実しており、県

内全７７市町村が電子書籍を分担購入して住民

に貸し出しているそうです。また、電子図書館

のそういった電子書籍を朝読書などの授業に活

用するとか、あるいは複数人でも同時閲覧でき

るシステムを構築しているようです。 

本県では、各市町村と電子書籍の分担購入を

行っているのか、授業とか朝読書での電子書籍
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の利用実態、複数人でも同時閲覧できるシステ

ムになっているのかについて伺います。 

森山社会教育課長 本県において、電子書籍を

導入している図書館は県立図書館と五つの市立

図書館になります。 

 各図書館のこれまでの図書購入実績ですが、

県立図書館は１，３１１冊、豊後高田市は４，

８５６冊、宇佐市では５，６１６冊、豊後大野

市では１，４２１冊、津久見市では８０５冊、

佐伯市では１６０冊となり、県と市を合わせて

１万４，１６９冊の電子書籍を導入しています。

また、令和４年度の貸出し等の実績について、

県立図書館では７，９３８件、豊後高田市では

２，４１０件、宇佐市では２，４４６件、豊後

大野市では５１２件、津久見市では４３７件、

佐伯市では１１６件となり、県と市を合わせて

１万３，８５９件の貸出し等が行われています。 

 御質問の一斉に電子書籍を読むことに関して、

今それぞれの図書館で導入している電子書籍に

ついては１コンテンツ１名のみが閲覧できるも

ので、全員で１冊を読むことはできません。ま

た、現状では電子書籍を朝読書で活用している

という報告は受けていません。 

麻生委員 今、三つ聞いたかと思いますが、分

担購入はまだしていないということですね。 

森山社会教育課長 失礼しました。分担購入は

していません。今、県内それぞれの市について

は独自で電子書籍の導入を検討し、実施してい

ます。本県において、県立図書館では専門書を

中心とした電子書籍を購入していますが、五つ

の市ではそれぞれ、小説などの読み物を主体と

した電子書籍を購入しており、長野県のように

それぞれが分担して違う種類の書籍を導入する

という実績はありません。 

麻生委員 分かりました。時代がどんどん移る

中、やはり教育で一番大事なことは未来予測力

をいかに育むか、そういった意味では、デジと

しょ信州を活用する長野県はしっかりと未来予

測をして、既にやっているわけですよね。本県

は、これに遅れていると言っても過言ではない

と思います。そういったことが課題として認め

られる中で、さきほどの目標指標に対しての改

善や解決策を見いだすためには我々自身が取り

組んでいかなければいけないわけですが、本県

はそれができていないと言っても過言ではない。

そういう取組をチャレンジするとか、探究する

ことを教育委員会自身がどれだけやっていくの

か。また、教育委員会の皆さんには読書習慣が

あるのか。これも問われるわけで、我々自身も

県議会図書館を活用しながら最新の情報を入れ

て、県民の要望に応えるにはどうすればいいの

か常に探究しなければならないわけで、同じだ

と思います。ぜひそういう雰囲気をつくってい

く必要があると思います。 

 私は、毎週１回集まりのある会に所属してい

ますが、その会員の皆さんがよく本を読んでい

て、この本読んだか、読んでおけよというアド

バイスをよくいただきます。そういう雰囲気が、

教育委員会や学校現場の先生にも必要ではない

かな。そのためには、教育チャンネルを活用す

るとか、おすすめランキングとかをどのように

活用していくのか、あるいは決算事業別説明書

の３６４ページにある教科用図書選定費につい

ても、当初予算額５９万９千円に対し４９万４，

３５７円の決算となっていますが、電子図書の

購入も含めて研究することも必要だと思うので、

そういったことをぜひ頑張って、いい方向に進

めていただければなと。 

答えのない時代だから、とにかく教育委員会

の皆さん自身が未来予測力を発揮し、探求して

いただくことを要望して終わります。 

三浦委員長 ほかに事前通告していない委員で

質疑はありませんか。 

高橋委員 事前通告書を出したつもりでしたが、

どうやら手違いがあったようで、結果として通

告なしの質疑となり申し訳ありません。３点お

尋ねします。 

 主要な施策の成果３１５ページ、教員の産休

・育休取得促進事業についてです。産休育休が

取得しやすい労働環境の改善ということで評価

しますが、予算額と決算額が同じで完全に予算

を全部使い切っていますが、これはどう解釈す

ればいいのか。本当はもっと必要だけど、もう

予算がないからここで打ち切ったのか。また、
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代替教員の確保についての問題はどう把握して

いるのかが１点。 

 ２点目に、主要な施策の成果２９３ページの

学校部活動改革サポート事業についてです。教

員の部活動指導時間が３．５時間削減されたと

いうことですが、これは１日単位なのか１週間

単位なのか１か月単位なのか、ちょっとよく分

からないのでこれはどう見ればいいのかという

ことと、２市町村ほど部活動指導員が活用され

ていませんが、その理由は何か。 

 最後に、決算事業別説明書３５２ページの被

災児童生徒等就学支援事業費についてです。予

算が６８万２千円付いていますが、決算がゼロ

で、これは単純に申請がなかったのか、または

対象者がいなかったと捉えていいのか。 

吉雄教育人事課長 教員の産休・育休取得促進

事業についてです。 

 当初予算では、過去の実績等を踏まえた数値

で計上していますが、これはその年度の実績に

あわせて予算措置をするので、予算額と決算額

は一緒になっています。 

代替教員の確保についてはなかなか厳しい状

況が続いていますが、引き続き人材確保に努め

ていきたいと考えています。 

佐保体育保健課長 学校部活動改革サポート事

業に記載されている目標値の２．０と実績値の

３．５については、１週間当たりの時間です。 

神﨑教育財務課長 被災児童生徒等就学支援事

業費ですが、委員が御指摘のとおり令和４年度

は対象者がいませんでした。 

高橋委員 今後、若い教職員が増える中で、産

休育休が必要になってくると思います。これを

見ても目標値を大幅に上回る実績値となってい

ます。今、お金があっても人がいない状況です

が、代替教員の確保も含めて今後とも充実をお

願いします。 

それから、学校部活動改革サポート事業につ

いて、２市町村ほど部活動指導員を活用できて

いませんが、その背景や理由があれば教えてく

ださい。 

佐保体育保健課長 部活動指導員の活用ができ

ていないのは、その活動に対する指導者の確保

ができていないことが主な要因です。 

高橋委員 この学校部活動改革サポート事業に

ついては、指導者がすぐに確保できる状況では

ないという声をたくさん聞きます。中心部と周

辺部の学校で格差がないように、また子どもた

ちがやりたい部活を楽しんでできるよう公正、

公平なサポートを今後よろしくお願いします。 

岡野委員 通告していませんが、決算事業別説

明書３６６ページの地域との協働による高校魅

力化推進事業費についてです。 

さきほどから二ノ宮委員や佐藤委員からもあ

ったとおり、非常に注目する事業だと思います。

この事業の取組によって、実際に中学生が地元

の高校に進学したと聞いたことがあるので、そ

れは皆さんにちゃんとお伝えしたいので発言し

ています。こうして種をまいており、Ａ評価と

なっていますが、今後しっかりと取り組みたい

ことがあれば教えてください。 

山田高校教育課長 ありがとうございます。さ

きほども説明しましたが、各学科、コースの学

びの深掘りをより一層推進していく必要があり

ます。そこで、やはり外部人材の活用は非常に

重要であることから、そういった活用を強化し

ていきます。また、どうアピールしていくのか

が大事だと思っており、従来は学校のホームペ

ージが中心でしたが、やはり昨今はＳＮＳとか

を活用した広報も大事だと思っているので、そ

ういったところにも力を入れていきたいと考え

ています。 

森委員 ３点伺います。 

 まず、主要な施策の成果２９４ページ、未来

へつなぐ学び推進事業についてです。この中で、

高校におけるＳＴＥＡＭ教育の内容があります

が、義務教育におけるＳＴＥＡＭ教育として今、

Ｏ－Ｌａｂｏで社会教育課がやっていると認識

しています。高校だけでなく義務教育における

ＳＴＥＡＭ教育について、昨年度はどのような

取組をしたのか、高校教育課と義務教育課それ

ぞれに伺います。 

 次に、主要な施策の成果２９２ページ及び２

９３ページ、さきほど高橋委員からもあった学

校部活動の地域移行についてです。本日の、令
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和４年度決算特別委員会審査報告書に対する措

置状況報告書の２２ページにもありましたが、

県内において昨年度２地区、本年度３地区で取

り組んでいますが、地域移行に関しては現場で

の課題が非常にあると認識しています。令和７

年度末までの目標に向けて、県教育委員会をは

じめ学校現場も動いていますが、このことに関

して現状の認識を伺います。 

 最後に文化財に関することで、主要な施策の

成果３４４ページ、活かして守る大分の文化財

保護推進事業についてです。昨年度、竹田市に

おいて、おおいた「地域の宝」ウォーキングが

実施されましたが、午前と午後合わせて３８人

に参加いただき、それに関する経費が２６万１

千円となっています。今年は佐伯市で１１月１

１日に開催されると認識していますが、せっか

く価値のあるイベントを開催するのであれば、

予算の使い方として効率的に、もっと皆さんに

広く参加していただく方策が必要だと思います

が、その見解について伺います。 

小野義務教育課長 小中学校におけるＳＴＥＡ

Ｍ教育の取組についてお答えします。 

 小中学校のＳＴＥＡＭ教育の取組状況につい

て、令和４年１２月に調査した結果ですが、総

合的な学習の時間や各教科等の中で横断的に取

り組んでいると回答した小学校が８３％、中学

校でも約７０％という回答になっています。Ｓ

ＴＥＡＭ教育の関連として、未来創造プロジェ

クトというキャリア教育の取組があります。今

年度から中学校６校をモデル校として、中学生

が地域の企業や行政機関と連携して地域のＰＲ、

ものづくり、商品開発等を進めています。この

中にもＳＴＥＡＭ教育に関わるテーマや内容も

あるので、それも一つの取組かなと。 

 また、先週の土曜日ですが、「科学の甲子園

ジュニア」大分県大会の二次予選がありました。

これは、理科と数学に関する問題を中学生がチ

ームとなって解決するものですが、正にＳＴＥ

ＡＭ教育の一環の取組と思っています。今年度

は２３校３６チームで、参加チームも年々増え

てきています。 

山田高校教育課長 高校のＳＴＥＡＭ教育事業

について、未来へつなぐ学び推進事業以外では、

主に次世代人材育成事業でしっかりやっていま

す。また、この事業ではありませんが、中学生

との連携と言うか波及の事例として、例えば由

布高校の情報コースでは、市内の小中学校に出

向いてドローンのプログラミングをレクチャー

する取組を行っています。 

佐保体育保健課長 部活動改革の現状と認識等

についてお答えします。 

 まず、本年３月に県が方針を策定して、現在、

各市町村では方針等の策定が進められています。

その中で、先週も各市町村の学校体育主管課、

スポーツ主管課、教育事務所、そして我々の事

務担当者も含めて担当者会議等を開催し、現在

の進捗状況等の共有と先進事例等の紹介等も行

いました。委員がおっしゃるとおり、令和７年

度末までに休日の中学校部活動を地域移行する

ことを目指しており、このスキームについては

各市町村とも共有しています。 

 地域移行にあたっては、本格的にスタートす

るのは来年度からと思っています。その中で国

の予算等も公表され、県としても地域移行を進

める市町村に対して、どのような支援ができる

かを考えながら、各市町村を訪問して一緒に考

えていきたいと考えています。 

三重野文化課長 ２点について、まず部活動の

関係から説明します。 

 文化部活動ですが、体育保健課と一緒に市町

村を訪問しました。文化部活動のうち土日で行

われるものが、中学校の場合はほぼ美術、文化、

吹奏楽に限られており、特に土日で行われるの

は吹奏楽です。市町村からは吹奏楽の指導者等

の派遣が可能かというお尋ねがかなりきている

ので、吹奏楽の指導者養成等について、今年度

から来年度にかけて大学等と連携してそういう

検討をしていこうと進めています。 

 もう一点、活かして守る大分の文化財保護推

進事業のウォーキングについてですが、今年度

は佐伯市での開催を予定しています。このウォ

ーキングについて、もっと広く参加をというこ

とですが、これは３年間の試行の形でやってい

ます。実は現在、全市町村にウォーキングコー
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スをつくっていただいており、今後、文化課で

作成している、おおいた文化財ずかんの中で、

全市町村のウォーキングコースが見られるよう

になります。来年からの運用が始まれば、そう

いったウォーキングマップを見ながら、実際に

文化財を歩いて見て周ることができる形をつく

っていきたいと思っています。 

森委員 ＳＴＥＡＭ教育については、小中学校、

高校など様々な場面で活用していただければと

思っています。 

部活動の地域移行に関しては体育保健課長、

文化課長から話がありました。これはそもそも

教職員の働き方改革に基づくものであって、教

育人事課、社会教育課、体育保健課、文化課、

義務教育課、また高校教育課にも関わる課題で

す。その観点からも、常任委員会でも言いまし

たが、やはり教育委員会の要である教育改革・

企画課が先導して今後も取り組まなければ、あ

と２年しかない中で非常に困難だと思うので、

その点について教育改革・企画課長の見解があ

れば伺います。 

 最後に、文化課のウォーキングの関係で、大

分県には非常に価値のある財産があるので、ぜ

ひそういったものを生かす取組を今後もお願い

します。 

鈴木教育改革・企画課長 御指摘いただいたよ

うに、部活動の地域移行については体育保健課、

文化課のみならず、ほかの所属にも関係してく

るところもあると思っています。教育委員会の

中でも、この部活動の地域移行に向けた取組を

しっかりと連携して進めていきたいと考えてい

ます。 

三浦委員長 ほかに委員から質疑はありません

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

三浦委員長 事前通告が１名の委員外議員から

出されているので、事前通告のあった委員外議

員の質疑を行います。 

 なお、時間の関係もあるので委員外議員の質

疑は事前通告者のみとします。 

堤委員外議員 まず、決算事業別説明書の３７

２ページ、人権の「授業づくり」推進事業費、

市町村人権教育推進事業費、人権教育振興費の

各事業において、同和関連予算、決算はいくら

かということが一つ。 

 それと委員長、一つ追加して質問したいので

よろしく。さきほどの教育長の措置状況報告に

関する説明で、地域改善対策奨学金のことでち

ょっと気になったのが、子弟自身が同和地区の

関係者であると認識しているか不明なケースが

多いことから、人権上の配慮が求められている

と書かれており、これは結局、国民的な融合が

進んでいる証左にもなると思いますが、その認

識を確認させてください。 

 もう一つは、滞納残高の約１億３４４万につ

いて、高齢化に伴って返済がなかなか厳しいと

のことですが、結局、貸付けそのものがずさん

だったわけだから、そこは反省してきちんと対

策を取ることが必要なわけですよね。この１億

円を超える残高、いつ頃までにけりを付けよう

という教育長としての感覚、観念と言うか、あ

ればそれをお願いします。 

小原人権教育・部落差別解消推進課長 まず、

奨学金に関してお答えします。 

 債務者の高齢化等に伴い、返還が厳しい状況

にある点ですが、これについて、債務者本人は

奨学金を借用する当時、高校生や大学生で、ど

うしても保護者様がお借りした状況となってい

ます。人権上の配慮とは、本人が同和地区出身

であることを知らない中で、保護者様が連帯保

証人となって借りていた点です。返還に関して

も保護者様に連絡を取りながら行いますが、家

庭状況、経済状況等が厳しい保護者様について

は滞納等も生じています。そこは、督促等を進

めて債権管理を進めていきたいと思っています。 

 また、返還の完了時期についてです。平成１

６年度で貸付けが終了していますが、家庭状況、

経済状況が厳しい方について、返還相談の際に

は猶予制度等の御案内もしています。今後も返

還事務の債権管理は続くこととなります。 

 次に、同和関連決算額についてお答えします。

人権の「授業」づくり推進事業費及び市町村人

権教育推進事業費は、学校教育及び社会教育に

おける人権教育の推進を目的として、部落差別
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をはじめ、あらゆる人権問題の解消に取り組ん

でおり、同和問題に特化した取組は行っていま

せん。人権教育振興費において、同和関連決算

額は、部落解放同盟大分県連合会と全日本同和

会大分県連合会の２団体に研修を委託した経費

５７万９千円となっています。 

堤委員外議員 同和関係の人権教育振興費５７

万９千円について、具体的にどういった研修な

のかを一つ確認します。それと、残りの二つが

同和問題に特化していないという話ですが、特

化とは専門という意味だからね、そういう意味

じゃなくて、全体の中に部落差別問題に関する

ものが入っているのかが２点目。 

 二つ目、あなたは先生や子どもに対しても先

生様とか子ども様とか言いますか。ほかにも言

っているのか分からないけど、何で保護者様に

なるの。様を付ける理由を述べて。 

 もう一つ、私が確認したのは結局、その子ど

もが部落に所属しているのかが分からないと。

それはいいことなのよ。知らなくていいの。つ

まり、それが国民的融合につながっているんじ

ゃないですかと聞いているわけです。そういう

認識があるか、再度きちっと答えてください。 

 それと、猶予制度を説明していると言ってた

よね。貸付けだからいろいろ猶予制度はあると

思いますが、どれぐらい猶予されているの。そ

こがちょっと不明ですね。説明しただけで終わ

りなのか、実際それを活用してどれぐらいの方

がこの奨学金の返済を猶予しているのかが分か

れば教えてください。 

小原人権教育・部落差別解消推進課長 最初に

様を付ける件についてですが、当課の職員が債

務者と直接やり取りをしていく中で、どうして

も相手の年齢が高かったりするので、債権管理

を行う職員としても、私としても丁寧に対応す

るという意味で様を付けています。申し訳あり

ませんでした。 

 部落差別問題の融合についてですが、これは

平成２８年施行の部落差別解消の推進に関する

法律において、第１条部落差別は存在するとい

う点、また、第５条教育啓発の責務と地方公共

団体の責務に基づいて実施するという点を踏ま

え、部落差別問題に関する認識は現存するとい

う認識をもって取組を進めています。 

 猶予については毎年、調定を起こす形で債権

管理を行っています。その中で、どうしても滞

納者と連絡が付かないときもありますが、その

場合は住民票の公用請求等によって所在等を確

認したり、市町村を経由して猶予申請の書類を

受け取るなどの対応をしています。また、免除

や猶予の決定については審査委員会を設けて実

施しています。 

 研修については、各地域の中学生、高校生が

地域で集い、その中で部落差別をはじめ様々な

人権問題についての学習活動を行っています。 

 もう一点の人権の事業づくり推進事業費と市

町村人権教育推進事業費に関しては、法務省の

示す人権課題１７項目の中に部落問題が位置付

けられているので、そこで取扱いをしています。 

堤委員外議員 ありがとうございます。様につ

いてはちょっと気を付けてね。 

あと、奨学金の猶予については後でいいから、

件数と内容が分かれば資料をください。それと、

私が聞いたのは国民的融合が進んでいるか。当

然、あなた方は部落差別はあると認識している

のは分かっているわけ。そういう認識があると

以前から聞いて、論争もしてきたわけだから。

それは置いておいて、国民的な融合が進んでい

る認識はあるのか、これだけ答えて。 

小原人権教育・部落差別解消推進課長 あるか

ないかで言えば当然、私どもは推進法の根拠に

基づいて実施しているので、まだまだ部落差別

は現存するという認識に立たなければいけない

と思います。一方で、議員がおっしゃるとおり、

全国水平社設立以来の取組により、部落差別の

解消は一定の成果が見られるという国の認識も

しっかりと持ちながら進めています。令和４年

度の猶予件数についての資料は後ほど提出しま

す。 

内田教育デジタル改革室長 さきほど福崎委員

から質疑があった新時代の学びを支えるＩＣＴ

活用推進事業費に関して、教員端末のランニン

グコストについてお答えします。 

 教員端末については、使用時にネットワーク
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等を使用する関係があり、ネットワーク保守等

の費用が発生しますが、こういったものに関し

ては全体の中で見ています。それ以外の教員端

末のランニングコストとしては故障費用の関係

で、年間で大体７件程度、３０万円ほど生じて

います。 

三浦委員長 それでは本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して委員から、ほかに何か質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

三浦委員長 別にないので、これで質疑を終了

します。 

 これをもって教育委員会関係の審査を終わり

ます。執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員はお残り

ください。 

 

  〔教育委員会、委員外議員退室〕 

 

三浦委員長 これより内部協議に入ります。 

 さきほどの教育委員会の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映

させるべき意見や要望事項等があればお願いし

ます。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

三浦委員長 特にないので、審査報告書案の取

りまとめについては、本日の審査における質疑

を踏まえ、委員長に御一任いただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

三浦委員長 それではそのようにします。 

 以上で教育委員会関係の審査報告書の検討を

終わります。 

 暫時休憩します。 

午後０時１５分休憩 

―――――――――― 

午後１時００分再開 

後藤副委員長 休憩前に引き続き、委員会を開

きます。 

 これより商工観光労働部関係の審査を行いま

す。 

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔かつ明瞭にお願いします。 

 それでは、商工観光労働部長及び関係課室長

の説明を求めます。 

利光商工観光労働部長 令和４年度決算特別委

員会審査報告書に対する措置状況について、御

報告します。なお、本日はＳｉｄｅＢｏｏｋｓ

（サイドブックス）のページ通知機能を使用す

るので、タブレット画面右下に青い通知が出た

らタッチしてください。 

 タブレットの資料番号１３、令和４年度決算

特別委員会審査報告書に対する措置状況報告書

を使って御説明します。資料の８ページをお開

きください。 

 （２）収入未済の解消についてのうち、中小

企業設備導入資金の措置状況を御報告します。

右側の措置結果の欄の中ほど、２段落目を御覧

ください。この未収金は、昭和５０年代から平

成初期に貸付けを行ったものであり、現在その

多くは主債務者の倒産等により回収は困難な状

況です。しかしながら、財源の確保や公平な負

担を徹底するため、主債務者の経営状況や連帯

保証人の所得、資産の実態把握等を行い、新た

な延滞の発生防止や未収債権の回収に努めてお

り、令和４年度は１０万円を回収しました。今

年度も、債務者等に対する積極的な交渉などに

より早期回収の徹底、強化を図るとともに、主

債務者に対する定期的な経営状況の確認等によ

って、新たな延滞の発生防止を図るなど収入未

済額の減少に努めます。 

続いて、１８ページをお開きください。 

（３）個別事項についてのうち、⑥公益社団

法人ツーリズムおおいたへの委託事業について

御報告します。右側の措置結果の欄を御覧くだ

さい。ツーリズムおおいたへの委託については、

これまでも事業の内容を検討し、ツーリズムお

おいたに委託することで最大限の効果が得られ

る事業について行ってきました。今回、改めて

見直しを行い、ツーリズムおおいたがこれまで

構築してきたネットワークや実績、さらには民

間企業及び市町村からの派遣職員のスキルや知

識等の活用により、効果的、効率的に実施でき
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る事業について委託しています。 

事業の執行管理については、委託元として事

業終了後の実績確認及び効果検証はもちろんの

こと、定期的に進捗状況を確認します。また、

着地型旅行商品の販売やコンサルティング業務

の充実、さらには国の補助金活用等により、ツ

ーリズムおおいたが十分に自主財源を確保でき

るよう、県として適切に指導監督していきます。 

 続いて、１９ページをお開きください。 

 ⑦県産品ＥＣ販売拡大について御報告します。

右側の措置結果の欄を御覧ください。コロナ禍

で急速に規模拡大するＥＣ市場に対応するため、

令和２年度より大手ＥＣモールにおいて割引ク

ーポン付き販売促進キャンペーンを実施しまし

た。全体としては販売額増加等の成果はありま

したが、工芸品や嗜好品などへの効果が限定的

であったため、昨年度はＳＮＳなどでライブ配

信を行い、配信者と視聴者がコミュニケーショ

ンを取りながらオンライン上で買い物ができる

ライブコマースを２回行い、その後の売上げも

大幅に増加しました。さらにＥＣ市場における

販路拡大を促すため、自社で運営が可能な自社

通販サイトの開設を検討する事業者に対しても、

レベルに応じたセミナーを開催しました。今年

度は、県公式オンラインショップへの出展者に

対して、販売力向上セミナーや個別商談会を開

催するとともに、自社で販売サイトを開設して

いる事業者に対しては、より魅力を充実させる

ための講演会を開催するための予算を確保して

おり、最大限の効果や結果が得られるよう執行

に努めます。 

続いて、令和４年度の商工観光労働部関係事

業の決算について御説明します。資料番号１０、

一般会計及び特別会計決算事業別説明書の１５

９ページをお開きください。 

令和４年度歳出決算総括表です。商工観光労

働部の一般会計の歳出決算額は、一番上の表の

左から４列目支出済額欄の一番下にあるように

９９０億２，１３４万５，４３４円です。また、

中小企業設備導入資金特別会計の歳出決算額は、

真ん中の表の支出済額欄の一番下にあるように

６，２８７万３，８２０円です。さらに、流通

業務団地造成事業特別会計の歳出決算額は、一

番下の表の支出済額欄の一番下にあるように４

１億７，４５４万１，９０３円です。 

続いて、令和４年度の主な事業について御説

明します。資料番号１１、大分県長期総合計画

の実施状況について、主要な施策の成果（事務

事業評価）の２０１ページをお開きください。 

上から２番目、中小企業金融対策費です。こ

の事業は、中小企業が資金の調達を円滑に行え

るよう県制度資金を設け、民間や政府系金融機

関による中小企業向けの金融を補完するととも

に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた

中小企業や小規模事業者の借入れに対する利子

補給を行うものです。令和４年度は金融機関と

協調して、県内中小企業向けに２，８７５件、

２８４億９，８３５万８千円の各種の融資を行

い、効果的な金融対策の推進に努めました。そ

の結果、右上成果指標の欄にあるとおり、県内

中小企業１社あたりの融資金額は８２万１千円

と目標を達成しました。今後も引き続き、原油

・原材料価格高騰による物価上昇など社会及び

経済情勢の変化に応じ、中小企業への円滑な資

金供給を行うことができるよう備えるとともに、

再活性化や経営改善、災害からの復旧等、様々

な資金需要に柔軟に対応していきます。 

続いて、２１８ページをお開きください。 

上から２番目、スペースポート推進事業です。

この事業は、大分空港における水平型宇宙港の

実現を図るため、必要となる調査等を行うとと

もに、スペースポートを核とした経済循環創出

を推進するものです。令和４年度は、大分空港

を水平型宇宙港として活用するために必要とな

る具体的な運用計画の整理及び関係法令や技術

関係の調査を行いました。加えて、新たに実施

した宇宙ビジネス人材育成講座では、県内企業

の宇宙産業への参入意欲を高めるとともに、県

内企業３社が新たな宇宙関連事業に参入しまし

た。このほか、県内外での関連イベントを通じ

て宇宙港の取組について情報発信を行いました。

引き続き、宇宙港の実現と宇宙港を核とした経

済循環の創出を進めていきます。 

 続いて、２３０ページをお開きください。 
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上から２番目、おおいたＬＳＩクラスター構

想推進事業です。この事業では半導体関連産業

の競争力強化を図るため、主な事業内容にある

ように、まず技術力向上に向け、新分野進出を

目的とした研究開発などに対して助成したほか、

②の販路開拓に関しては、国内外で開催される

展示商談会への出展などを支援しました。コロ

ナ禍で活動が制限される中ではありましたが、

長年にわたり相互交流を続けている台湾企業を

相手に、オンラインを活用した商談会を２回開

催しました。また、③に記載しているトップセ

ミナーでは、経営者を対象に半導体の最新動向

をつかんでいただけるような講演内容を盛り込

みました。今後とも、平成１７年度に全国に先

駆け創設した、大分ＬＳＩクラスター形成推進

会議と連携しながら、半導体産業の活性化とさ

らなる企業集積を推進していきます。 

続いて、２３７ページをお開きください。 

一番下、インバウンド推進事業です。この事

業は、東アジアをはじめ欧州、大洋州、ＡＳＥ

ＡＮ諸国等からの観光誘客を図るため、各国や

地域ごとのニーズに応じた誘客対策や情報発信

を実施するものです。誘客対策では、１０か国

及び地域に戦略パートナーを設置し、韓国や台

湾での大分県単独商談会、海外旅行会社向けの

セミナーや招請事業等を実施しました。情報発

信では、県内の魅力を効果的に発信するため、

立命館アジア太平洋大学と連携し、留学生を活

用した海外向け動画の制作等に取り組みました。

成果指標となっている外国人宿泊客数について、

昨年度はコロナ禍等の影響で目標を達成できま

せんでしたが、今年８月の統計ではコロナ禍前

を上回るなど、定期国際線の復活した韓国を中

心に順調に回復しています。今後も、東アジア

のリピート層の獲得はもとより、観光消費の拡

大も目指し魅力ある高付加価値コンテンツの開

発、消費意欲が旺盛な旅行者の誘客等に取り組

んでいきます。 

最後に、２６０ページをお開きください。 

一番上、県外若年者ＵＩＪターン推進事業で

す。この事業は、福岡在住の若年者のＵＩＪタ

ーン就職を促進するため、福岡市中心部に開設

した拠点施設ｄｏｔ．（ドット）を活用し、県

内企業の情報発信を行うイベント等を実施する

ものです。令和４年度は、主な活動指標として

いるｄｏｔ．学生会員登録者数については目標

を下回りましたが、就職イベント等の実施件数

については目標を上回る実績値となりました。

一方で、右上成果指標の欄にあるとおり、福岡

県内大学新卒県出身者の県内就職者数は、ｄｏ

ｔ．開設前の令和２年と比べ６０名増加の３０

０名となり、達成率は向上しましたが、目標値

には達しませんでした。引き続き、就職・キャ

リア相談を起点にイベント等を設計するととも

に、学生に寄り添いながら就職活動の初期段階

から支援し、面談やイベント参加を促すことで

県内企業への興味関心を高め、県内就職者数の

さらなる増加に努めていきます。 

 続いて、令和４年度行政監査及び包括外部監

査結果のうち、商工観光労働部関係部分につい

て御報告します。資料番号１６、令和４年度行

政監査・包括外部監査の結果の概要の３ページ

をお開きください。 

 まず、行政監査についてです。令和４年度は、

２監査テーマ及び目的にあるように多様な主体

との協働についてをテーマに実施されました。

当部に関する項目について指摘はありませんで

した。 

 続いて、５ページをお開きください。 

 包括外部監査結果についてです。令和４年度

は３監査テーマ及び監査対象にあるように外郭

団体の適切かつ効率的な運営と内部統制につい

てをテーマに実施され、当部の関係では不備事

項１件、改善事項１４件、勧奨事項２２件の合

計３７件の指摘をいただきました。 

 まず、不備事項１件について２０ページをお

開きください。 

一番下、番号１１－４の公益財団法人日田玖

珠地域産業振興センターについて、財務諸表の

注記として本来必要である固定資産の減価償却

方法や引当金の計上基準、基本財産及び特定資

産の増減額等の記載に不備があるとの指摘をい

ただきました。早速、令和４年度決算に係る財

務諸表から記載を見直しました。また、改善事
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項については、その多くは団体の会計処理に関

して、処理方法や帳票等への記載、規定整備等

が不十分であることのほか、賞与や退職手当に

関する引当金の設定の必要性などについて指摘

をいただいたものであり、いずれも適切に見直

しを行いました。 

 その他の指摘として、２４ページをお開きく

ださい。 

上から２番目、番号１４－１の公益社団法人

ツーリズムおおいたについて、今回の使途不明

金事案に関して、団体及び県所管課における内

部統制上の対応のほか、積極的な情報開示や組

織風土の改善、継続的なモニタリングの実施に

ついての指摘をいただきました。指摘を踏まえ、

当該団体においては、使途不明金事案の概要と

対応状況等を記者会見で公表するとともに、ホ

ームページでも可能な範囲で説明を行ってきま

した。また、職員に対するコンプライアンス研

修や個別の面談等を実施しています。県所管課

においても、団体に対して積極的な情報開示と

再発防止策の確実な履行を求めるとともに、毎

月の取組状況の確認を引き続き行っていきます。

今後同様の指摘がないよう、所管する団体の適

切な運営指導により一層努めていきます。 

遠山商工観光労働企画課長 商工観光労働企画

課の決算について、主なものを御説明します。

 資料番号１１、大分県長期総合計画の実施状

況について、主要な施策の成果（事務事業評価）

を使って御説明します。２００ページをお開き

ください。 

一番上、小規模事業支援事業です。この事業

は、商工会や商工会議所が取り組む経営改善普

及事業を支援することで、小規模事業者の振興

と経営の安定を図ることを目的としています。

令和４年度は、経営指導員による巡回指導、ニ

ーズに応じた講習会の開催や専門家派遣などの

伴走型支援を行うとともに、事業者のデジタル

化を進めるため、若手経営指導員によるタブレ

ットを活用した経営支援を試行しました。これ

らの取組により、成果指標の欄にあるとおり、

商工会等が支援した法律等認定企業数は、目標

を上回る９８件となりました。引き続き、物価

高騰等で打撃を受けている小規模事業者に一層

寄り添った支援を行っていきます。 

平山経営創造・金融課長 経営創造・金融課の

決算について、主なものを御説明します。２０

３ページをお開きください。 

一番下、おおいたスタートアップ支援事業で

す。この事業は、おおいたスタートアップセン

ターを中心に創業の裾野拡大と成長志向の高い

起業家の発掘や育成を行うことを目的としてい

ます。令和４年度は、市町村や商工団体等と連

携し創業セミナー等を各地域で開催するととも

に、成長志向の高い起業家に対する伴走支援を

はじめ、女性や若手後継者など対象を絞った支

援も実施しました。その結果、右上成果指標の

欄にあるように、創業支援件数は過去最高の６

４３件となり、目標の年間６００件を超える創

業を達成することができました。引き続き、雇

用創出等を通じて地域の社会経済活性化に重要

な創業、スタートアップ支援に努めます。 

 続いて、特別会計について御説明します。２

０４ページをお開きください。 

一番上、中小企業設備導入資金（特別会計）

です。この事業は中小企業者の事業共同化、協

業化、集団化等による経営体質の改善を図るた

め、必要な資金の融資を行うものです。令和４

年度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構に

対し広域的なガス事業に要する資金１件を貸し

付け、右上の成果指標の欄にある目標数値を達

成しています。また、高度化資金の貸付先であ

る事業者からの返済金について、中小企業基盤

整備機構への償還及び一般会計への繰出しを行

っています。今後とも計画に基づいた資金供給

を行っていきます。 

金子工業振興課長 工業振興課の決算について、

主なものを御説明します。２１７ページをお開

きください。 

一番下、デジタルものづくり推進事業です。

この事業では、県内中小製造業の生産性向上に

よる競争力強化を図るため、主な事業内容に記

載しているデジタル化投資への支援をはじめ、

デジタル化に向けた計画策定に際しての伴走型

支援を実施しました。さらには、デジタルもの
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づくり人材創造塾として若手技術者向けの研修

を６日間にわたり実施し１２社１９名が参加し

ました。デジタル化促進講座と銘打った経営者

向けの研修に関しては、４日間にわたり実施し

１０社１２名が学びました。今後とも、企業が

抱える課題や企業ニーズに応じた事業となるよ

う、研修参加者へのアンケート結果を踏まえた

研修内容等の見直しなどを図りながら、ものづ

くり中小企業のデジタル化を促進していきます。 

市原新産業振興室長 新産業振興室の決算につ

いて、主なものを御説明します。２１６ページ

をお開きください。 

一番上、ドローン産業振興事業です。この事

業は、地域課題の解決やドローン産業のさらな

る振興を図るため、大分県ドローン協議会によ

る研究開発やドローン物流の社会実装の推進等

を支援するものです。令和４年度は主な事業内

容のとおり、大分県ドローン協議会を通じ研究

開発やサービス実証等を支援するとともに、ド

ローン物流の事業化に向けた実証やドローンに

関するニーズとシーズをつなぐドローンビジネ

スプラットフォーマーの育成、ドローンアナラ

イザーの利活用促進等に取り組みました。本事

業の実施等により、県内のドローン製造やサー

ビスが拡大され成果指標欄にあるように県内ド

ローン事業者の売上高は、目標値９億円を達成

しています。引き続き、ドローンの社会実装を

加速させていくことで、地域課題の解決や産業

創出を図っていきます。 

 続いて、２３１ページをお開きください。 

一番下、エネルギー関連産業成長促進事業で

す。この事業は、市場の成長が期待されるエネ

ルギー産業を育成するため、本県の強みをいか

した研究開発などを支援するものです。令和４

年度は主な事業内容のとおり、大分県エネルギ

ー産業企業会を通じて、水素関連産業の事業化

支援やスマートコミュニティ形成などのエコエ

ネルギーに関する県内企業のチャレンジを支援

するとともに、大分県版水素サプライチェーン

の構築に向けた水素の圧縮、運搬に係る実証や

県内企業の展示会出展等を支援しました。これ

らの取組により成果指標欄にあるように、研究

開発や販路開拓などの事業化件数の目標値１５

件を達成しています。今後は、大分県版水素サ

プライチェーンの構築に向けた取組を加速する

とともに、エネルギーを活用した地域課題の解

決や地方創生につながる取組を支援していきま

す。 

木部ＤＸ推進課長 ＤＸ推進課の決算について、

主なものを御説明します。２１８ページをお開

きください。 

一番上、おおいたＤＸ共創促進事業です。こ

の事業は、民間事業者等のＤＸを推進するため、

ＤＸに取り組む事業者と支援する企業をつなぐ

パートナーシップ形成やモデル事例の創出に向

けた伴走支援等を実施するものです。令和４年

度は、ＤＸの理解を深めるセミナー等を２６回

開催し、延べ１，０４３名が参加し県内のＤＸ

推進の機運を醸成しました。また、ＤＸの知見

を持つパートナー事業者との共創により、県内

事業者の参考となるモデル事例を８業種５地域

で１０事例創出しました。今後は、昨年度創出

したモデル事例の横展開を図るとともに、引き

続きセミナーの開催やモデル事例の創出等によ

り民間事業者のＤＸの取組を進めていきます。 

加来先端技術挑戦課長 先端技術挑戦課の決算

について、主なものを御説明します。２１６ペ

ージをお開きください。 

一番下、アバター戦略推進加速化事業です。

この事業は、遠隔操作ロボットアバターを活用

した県内企業の生産性向上や製品・新規サービ

ス開発等により、県内でのアバター関連産業の

創出を目指すものです。令和４年度は、アバタ

ー産業推進補助で三つのプロジェクトを支援し、

アバター製造の県内サプライチェーン構築やア

バターを用いた葬儀会葬サービスの開発などが

行われました。また、アバター産業創出塾を１

２回開催し、アバター活用方法の紹介や操作体

験会を行ったほか、ビジネスモデル構築検討の

ため９社に対してアバターの貸出しを行い、コ

ワーキングスペースにおけるフロア案内やテレ

ワークサポート機能を検証しました。加えて、

教育分野では県内の小中学校２２校でアバター

を活用した遠隔授業を実施しました。引き続き、
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アバター産業創出塾を核にビジネスアイデアの

掘り起こしを行い、アバターを使ったビジネス

の社会実装を推進していきます。 

佐藤商業・サービス業振興課長 商業・サービ

ス業振興課の決算について、主なものを御説明

します。２１２ページをお開きください。 

一番上、県産加工食品海外展開サポート事業

です。この事業は、県産加工食品の輸出を促進

するため、海外展開を目指す事業者に対し取組

段階に応じた支援を行うものです。令和４年度

は、海外市場に挑戦したい事業者への支援とし

て、海外向けＥＣサイトを活用して香港とシン

ガポールを対象にプロモーション活動を行い、

５社の商談が成立したほか、商談会用販促動画

の作成や市場調査等に要する経費等に対し助成

しました。また、既に海外展開している事業者

に対しては、販路開拓に向けた着実な土台作り

にとして熊本県、宮崎県、鹿児島県と合同で、

米国のトップバーテンダーを日本に招いた焼酎

プロモーションの開催や海外に販路のあるバイ

ヤーとの商談会の開催などにより、貿易商社等

へ２３９商品を提案し、事業者の販促機会の創

出に努めました。今後も、事業者の海外展開の

状況に応じて丁寧な支援を行い、海外マーケッ

トの取り込みを図っていきます。 

足立企業立地推進課長 企業立地推進課の決算

について、主なものを御説明します。２２６ペ

ージをお開きください。 

上から２番目、企業立地促進事業です。この

事業は、戦略的かつ効果的な企業誘致を推進す

るため、新たに立地や増設した企業の設備投資

額や新規雇用者数等に応じて助成するものです。

令和４年度は右上成果指標欄のとおり、目標値

４５件に対し４１件の企業誘致を実現しました。

産業構造の転換やサプライチェーンの国内回帰

等により、製造業の国内投資が活発化する中、

自治体間の競争も激しくなっています。そこで、

今年度から企業へのインセンティブを一層高め

るため、製造業に対する補助金の新規雇用要件

の緩和などを行いました。引き続き、市町村と

連携し本県への誘致を積極的に推進していきま

す。 

 続いて、特別会計について御説明します。２

２７ページをお開きください。 

一番下、流通業務団地造成事業（特別会計）

です。この事業は、東九州における広域的な流

通拠点の形成を図るために整備された大分流通

業務団地に係る、安全・防災・環境対策と起債

償還及び維持管理のための基金積立てを行うこ

とを目的としています。令和４年度は、右上成

果指標欄のとおり流通業務団地の分譲面積は４

６万２，４６５平方メートルとなり、目標を上

回っています。引き続き、必要な維持管理を行

いながら、早期完売を目指して誘致活動に取り

組んでいきます。 

伊達雇用労働政策課長 雇用労働政策課の決算

について、主なものを御説明します。２６２ペ

ージをお開きください。 

一番上、女性の多様な働き方支援事業です。

この事業は、就労を希望する女性の中でも、仕

事と家庭の両立や再就職への不安などの悩みを

抱える方々が、それぞれのニーズに応じて自分

らしく働けるよう多様で柔軟な働き方を可能と

することで、女性の就業機会の創出を図るもの

です。令和４年度は、主な活動指標のうち自営

型テレワーカー実践講座受講者数は、目標の人

数を下回りましたが、再就職支援セミナーにつ

いては予定通り実施することができました。右

上の成果指標である本事業による就職者数につ

いては１０２人で、目標に達しませんでした。

なお、本事業の参加者数は３９０人でした。未

達成の要因としては、新型コロナウイルスの影

響により就職活動を控える女性が多かったこと

や企業と女性との求人求職のミスマッチ、実施

内容の周知不足があげられます。引き続き、女

性のニーズを踏まえた多様で柔軟な働き方を可

能とするため、自営型テレワーカー養成講座や

支援員による伴走型支援などを実施していくの

に加え、再就職セミナーやマッチングイベント

が悩みを抱える多くの女性に関心を持っていた

だけるよう告知方法等を工夫し、企業とのマッ

チングに至るまでをより丁寧に支援することで

女性の就業につなげていきます。 

佐藤観光政策課長 観光政策課の決算について、
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主なものを御説明します。２４２ページをお開

きください。 

上から２番目、宿泊業経営力強化事業です。

この事業は、受入環境整備に取り組む宿泊事業

者を支援することで、経営力の強化を図るもの

です。地域の事業者が連携し共通の課題を解決

するための取組として例えば、湯平地域での新

たな名物となる共同メニューの開発や国東地域

での経費節減に向けたアメニティの共同仕入れ

等、４地域への支援を行いました。また、個々

の宿泊施設については、コロナに対応した食事

処の個室化やワーケーションへの対応等、８事

業者に助成を行ったほか、宿泊施設の現場リー

ダーのスキル向上講座や現地研修を１３回開催

しました。今年度も、デスティネーションキャ

ンペーン等を見据え、引き続き受入環境の整備

と人手不足の対応への取組を支援することで、

宿泊事業者の経営力強化に取り組んでいきます。 

遠山商工観光労働企画課長 続いて、決算額の

予算に対する増減額、収入未済額等について御

説明します。 

資料番号９、令和４年度決算附属調書を御覧

ください。まず、一般会計決算のうち主なもの

を御説明します。資料の１７ページをお開きく

ださい。 

歳入決算額の予算に対する増減額調書です。

一番左の科目欄の中ほど、商工費国庫補助金の

うち減収となったものの上から３番目、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金２

８億７，７７５万９，６２４円は、地域消費喚

起プレミアム商品券支援事業等の繰越明許等に

よるものです。 

３５ページをお開きください。 

不用額調書です。一番左の科目欄中ほど、商

工費の上から３行目の中小企業振興費１９８億

６，８７２万５，５８５円は、中小企業金融対

策費の貸付金等が見込みを下回ったことによる

ものです。その４行下にある工業立地対策費２

億８５０万５５４円は、企業立地促進事業費の

補助金等が見込みを下回ったことによるもので

す。 

 続いて、特別会計における歳出関係を御説明

します。資料の８９ページをお開きください。 

不用額調書です。一番左の科目欄の下から三

つ目の項目、中小企業設備導入資金特別会計の

予備費１，３１４万１千円は、充当事業がなか

ったため全額を翌年度に繰り越したものです。 

 ９３ページをお開きください。 

収入未済額調書です。一番左の科目欄の上か

ら二つ目の項目、中小企業設備導入資金特別会

計の諸収入８億９，９５０万１，５０４円は、

高度化資金貸付金が、貸付先の倒産や経営不振

により延滞となっているものです。 

後藤副委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し私から指名を受けた後、自席で起立の上マイ

クを使用し簡潔かつ明瞭に答弁願います。 

 事前通告が５名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

吉村委員 決算事業別説明書の１７９ページ、

企業立地促進事業費についてですが、企業誘致

が地域経済の活性化につながるための大きな取

組の一つである中で、大分県も力を入れていま

す。ただ、全国の自治体においても競争になっ

てきていて、どう勝ち抜いていくか検討してい

ると思います。まず、令和４年度の企業誘致４

１件の業種別の内訳と新規雇用数、それから誘

致企業本社の主な所在地がどこなのか。それか

ら、企業誘致においてはいろんな補助なども含

めて行っていると思うんですけれども、他の自

治体よりも大分県の有利な優遇施策があれば教

えていただきたいと思います。それも含めて、

大分県の企業誘致における強みは何かをお願い

します。 

 それから私自身、中津市出身なので県北を中

心とした自動車関連の工場等も多く誘致されて

きていることは実感しているんですけれども、

いろんな業種を含めて県内各地に企業誘致が波

及していくことが大事だと思います。そういう

意味で県内周辺地域――横離島だとか中山間地

域においての企業誘致促進に向けた取組と現状

について。さらには今、実際に誘致した企業で

撤退した企業がどういう状況なのか、またその
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理由についてお伺いします。 

 あわせて、１８０ページのサテライトオフィ

ス整備・誘致推進事業費ですけれども、令和４

年度においても補助金の実績が、玖珠町と豊後

大野市の２件ありますが、これまでのサテライ

トオフィスの整備に対する助成を受けた企業の

その後、現状がどうなっているかお伺いします。 

足立企業立地推進課長 企業立地促進事業費と

サテライトオフィス整備・誘致推進事業費につ

いて御質問をいただきました。まず、企業立地

促進事業費についてお答えします。 

 昨年度の誘致件数４１件の業種別内訳は、多

い順に自動車等の輸送用機械が１０件、ＩＴ関

連等の情報通信が８件、コールセンター等のサ

ービスが５件、半導体等の電気、電子が４件、

食料品や飲料及びその他製造業がそれぞれ３件、

一般機械、医療用機械、運輸がそれぞれ２件、

精密機械及び卸売がそれぞれ１件となっていま

す。 

 次に、企業誘致の新規雇用者数は４１件の企

業誘致に係る新規雇用者数で、これはあくまで

も立地表明のときの予定数ですが６７３人です。 

 次に、誘致企業本社の所在地は多い順に関東

圏が１９件、関西圏が７件、県内が７件、福岡

県が４件、愛知県が２件、広島県と富山県がそ

れぞれ１件となっています。 

 次に、企業誘致における他の自治体よりも有

利な優遇施策についてですが、今年度から人手

不足という声に対応して、製造業向けの補助金

の要件を緩和しました。例えば新設の場合、雇

用者要件をこれまで１０人としていたところを

５人に半減及び見直しをしたことで、九州では

有利な制度となっています。今後も他県の状況

等も踏まえ、優遇施策の見直しを検討していく

予定です。 

 次に、企業誘致における大分県の強みですが、

本県の強みとしては、これまでの企業誘致によ

るバランスのよい産業集積や各業種の企業会活

動を通じた地場企業との連携、また立地企業の

満足度調査で第１位と評価された、市町村と連

携した手厚い支援及びアフターフォローなどが

あげられます。 

 次に、県内周辺地域における企業誘致促進に

向けての取組と現状ですが、大型の製造業の進

出が容易ではない中山間地域などでは、市町村

と連携してサテライトオフィスを整備し、ＩＴ

関連企業の誘致を進めています。特に平成２９

年度の姫島のサテライトオフィス設置を皮切り

に企業誘致に注力した結果、令和４年度までの

６年間で４１件の誘致につながりました。 

 最後に、誘致企業の撤退の状況とその理由に

ついては、立地企業が本県で経済活動を営む中

で例年、数件程度の撤退等があり昨年度も３件

が撤退をしています。そのうち２件は業績不振

が原因で、残る１件についてはコロナ禍を踏ま

えたリモートワーク実施等により拠点が必要で

なくなったことで廃止されたものです。いずれ

にしても、撤退が決まった際には市町村等と連

携して、従業者の再就職等についてしっかりフ

ォローをしていくこととしています。 

 次に、サテライトオフィス整備・誘致推進事

業のサテライトオフィス整備に対して助成を受

けた企業の現状についてです。サテライトオフ

ィスの整備・誘致推進事業については、ＩＴ関

連企業などの誘致を推進するために市町村が行

うサテライトオフィスの整備に対し助成をする

ものです。これまでに県と市町村で整備したサ

テライトオフィスは７市町村８拠点です。各拠

点にはこれまでに９社のＩＴ関連の企業が立地

しました。 

吉村委員 丁寧な説明ありがとうございました。

この中で、県独自の有利な優遇施策や強みも答

弁いただいたんですけど、そういう施策や強み

を本当にいかしきれているのか。つまり、こう

いうものをきちっと誘致する企業に広報できて

いるのかが少し危惧されるんですけれども、広

報活動と言うか、その辺がどうなっているのか。

県職員、市町村職員も含めて、企業誘致に向け

て具体的にどのような動きを年間通してされて

いるのかについて伺います。 

足立企業立地推進課長 こういった施策の広報

活動等についての御質疑ですが、企業立地推進

課とともに企業誘致を推進しているのは、県の

組織では東京事務所、大阪事務所、福岡事務所
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です。それと、市町村の企業誘致の担当部局も

あります。そういったところが、年間の企業訪

問の目標件数を設定して、その目標件数を上回

る状況で企業訪問をしながら、各社にお知らせ

しています。また、加えて同じように市町村に

ついても取組を進めています。 

吉村委員 ありがとうございました。さきほど

撤退のことも含めて言いました。様々な事情に

よって撤退しなければならなかった企業もある

かと思うんですけど、誘致した後の企業の満足

度を高めていただきたいと思うし、離島だとか

中山間地域の企業誘致――どちらかというと条

件が不利になる地域について言えば、交通だと

か情報などのインフラの整備又はその土地なら

ではの特色をいかしてマッチする企業の誘致な

ど、十分そういうことを考えながら取り組んで

いると思いますが、引き続き企業誘致に向けて

努力をいただければと思います。よろしくお願

いします。 

守永委員 ２項目お尋ねしたいと思います。 

 まず、一つが主要な施策の成果２３１ページ、

エネルギー関連産業成長促進事業についてです

が、この事業については水素関連産業の事業化

支援について取り組んでいるわけですけれども、

ここでの記載は、エネルギーとしての水素サプ

ライチェーンを検討しているようです。どのよ

うな構想を築きつつあるのか、取組の状況を教

えていただきたいと思います。また、大分工業

高等専門学校の教授が水素だけを通すフィルタ

ーの製造技術を開発し、高濃度の水素ガス精製

が実現できている話を聞いているんですけれど

も、純度の高い水素であればエネルギーとして

の用途以外にＩＣ関連事業での用途があると伺

っています。そのような用途に着目した事業化

等について検討されているのか、教えてくださ

い。 

 もう一つが決算事業別説明書の１８２ページ、

労働講座等教育費についてですけれども、高等

学校への出前講座についての実績を教えていた

だきたいと思います。実施した高等学校のうち

普通科高校に赴いた実績はどのくらいあるので

しょうか。労働者や使用者を対象としての労働

講座の実施状況についても教えていただければ

と思います。 

市原新産業振興室長 エネルギー関連産業成長

促進事業について、２点御質疑をいただきまし

た。まず、水素サプライチェーンの構築に向け

た取組状況についてお答えします。 

 カーボンニュートラルの実現に向けて、水素

は重要なエネルギーに位置付けられています。

その水素サプライチェーンを構築するためには

需要と供給をバランスよく立ち上げていくこと

が必要で、県ではこれまで水素の製造や利用に

向けた多様な取組を支援してきました。 

昨年度は、大手企業による本県の豊富な地熱

や木質チップを活用したグリーン水素の製造実

証事業において、貯蔵、運搬から利活用に至る

検証を実施しました。その結果、水素の事業家

からグリーン水素への高い関心が寄せられたこ

とから、さらなる事業家の掘り起こしが必要と

考えています。今年度は、８月末に開業したＢ

ＲＴひこぼしラインにおける燃料電池バスの実

証運転にグリーン水素を供給する事業を計画し

ています。この秋から２０２５年の春まで、日

田－添田駅間において乗客を乗せて走行する車

両に対して、年内にも県産グリーン水素の供給

を行いたいと考えており、現在、関係機関と調

整を進めています。あわせて、燃料電池トラッ

クによる配送の実証試験や燃料電池車両の購入

と水素ステーション設置に対する助成を新たに

実施します。 

引き続き、需要と供給両面の創出に向けた多

様な取組を拡大して、それらを結び付けること

で水素サプライチェーンの構築を目指していき

たいと考えています。 

 次に、高純度水素のＩＣ関連の用途に着目し

た事業化等の検討についてお答えします。 

 委員が御指摘のとおり、純度の高い水素であ

れば、エネルギーとしての用途以外に半導体製

造にも活用できます。さきほど申し上げたとお

り、大分県版水素サプライチェーンを構築する

ためには需要と供給をバランスよく立ち上げて

いく必要があり、その需要の一つとして半導体

分野も視野に入れています。大分高専の水素透
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過金属膜を活用した技術は、低コストで水素を

高純度化できるため、供給面において欠かせな

いものと考えており、これまでも水素透過金属

膜の技術を活用した県内企業の研究開発を支援

してきました。来月の２日には別府ビーコンプ

ラザで国立高専機構の主催によるＫＯＳＥＮ水

素フォーラム２０２３ｉｎ ＯＩＴＡが開催さ

れます。県としても同時期に水素の普及啓発イ

ベントを開催することとしており、大分高専等

とも連携して水素社会の実現に向けた機運を高

めていきたいと考えています。 

伊達雇用労働政策課長 労働講座等教育費につ

いて、２点御質問いただきました。 

 まず、高等学校での出前講座については、働

く上で必要なワークルールに関する講座を３６

校で５０本開催し、４，２２３人が受講したと

ころです。このうち普通科単独校は６校で、１

０回開催し、４０２人が受講しています。今後

とも、教育庁等と連携し、県立学校長会議や普

通科高校への訪問などを通じ、出前講座の開催

について働きかけていきます。 

労働者や使用者を対象とした労働講座の昨年

度の実施状況については、１１月に職場のハラ

スメント対策セミナーを開催し、オンラインも

含め１０６人が参加しました。２月にはカスタ

マーハラスメント対策をテーマとし、オンライ

ンも含め１０５人が参加しています。そのほか、

企業や団体等の求めに応じ、長時間労働やハラ

スメント対策といった労働関係法令などの出前

講座を１６回実施し、５５２人が受講していま

す。 

守永委員 ありがとうございます。エネルギー

関連産業成長促進事業に関しては、様々な用途

も含めて水素についていろんな技術が開発され

ているし、県下でそういう技術が育ちつつある

ことを多くの人が知ることが大事だと思うので、

ぜひまた広く産学官の連携を整えていただけれ

ばと思います。 

 あと労働講座については、午前中の教育委員

会でここを聞き損ねてしまったんですけれども、

また教育委員会とも連携を取りながら、幅広く

生徒たちに労働者としての権利が知識として入

るように取り組んでいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

猿渡委員 １点通告していますが、追加でもう

１点お願いしたいと思います。 

 まず、主要な施策の成果の２５８ページ、２

５９ページですけれども、二つの業務改善支援

事業についてです。 

 物価高騰対応中小企業等業務改善支援事業に

ついては１億３，８５０万円の予算額に対して

決算額３，６９３万７，９２５円、活用率とし

ては２６．７％です。１億円以上翌年度に繰り

越していますが、助成金の部分は１６件、奨励

金については３０件です。中小企業等業務改善

緊急支援事業についても、予算額２，６９３万

７千円に対し決算額９５６万３千円、活用率３

５．５％です。 

 この二つの事業について、事業の成果のとこ

ろでは、令和２年度以前の１０倍以上となって

生産性向上が図られたとあるんですけれども、

活用が少ない状況とその理由をどう考えている

のか。生産性向上のための設備投資等を行って

最低賃金の引上げを行う事業者への支援策も大

変大事な事業ですけれども、ニーズに合ってお

らず、使い勝手がよくないから活用が進んでい

ないのではないかと思うんですね。 

 事業者からは、今、設備投資する余裕がない

と、日々大変だという声も伺うんです。そうい

う大変な事業者が活用しやすくニーズに合った

ものにすべきと思いますが、どうでしょうか。 

 もう一点は、通告していなくて申し訳ありま

せん。今、話があった労働講座の関係です。就

職活動に取り組んでいる方から、性別による就

職──募集には男性とか女性とか書いていない

けれども、実際に就活する中で女性しか採用し

ないとか、男性しか採用しないことがあると。

それは違法であることをきちんと周知してもら

いたいと御意見をいただいています。その辺、

事業者、企業に対しての周知はどのように進め

ているのかお願いします。 

伊達雇用労働政策課長 まず、中小企業等業務

改善緊急支援事業、物価高騰対応中小企業等業

務改善支援事業についてお答えします。 
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 中小企業等業務改善緊急支援事業ですが、新

型コロナの影響によって厳しい経営状況にある

中小企業等を支援することを目的として、令和

３年９月補正において予算化し、令和４年度に

繰り越したものです。支給要件に売上げが３０

％以上減少したことというものを含んでいたた

め、利用が伸びなかったものと考えています。 

 そこで、物価高騰対応中小企業等業務改善支

援事業では、支給要件から売上げ減少に関わる

ものをなくし、設備投資などと賃上げのみとす

ることでより活用しやすいものとしました。な

お、本事業は大分県中小企業団体中央会に対す

る間接補助事業として実施したものですが、間

接補助事業は会計上のルールで、３月３１日ま

でに中央会の支払が完了していないものは繰越

し扱いとなります。このため、主要な施策の成

果にある助成金１６件、奨励金３０件は中央会

の支払が令和４年度中に完了したものとなりま

す。このほかに、令和４年度中に申請があった

ものの、支払が３月３１日までに完了していな

いものが助成金で３４件、奨励金で８０件、金

額として６，２２１万３１８円あり、これらは

令和５年度予算に繰り越し、執行しました。よ

って、令和４年度中に本事業に申請があったも

のは助成金５０件、奨励金１１０件の計１６０

件、金額が９，９１４万８，３１８円であり、

執行率は７１．６％となります。 

 なお、昨年度申請の多かった奨励金について

は本年度も継続して実施しており、８月３１日

からは対象を事業場内最低賃金と地域別最低賃

金との差が３０円以内から５０円以内の中小企

業等に拡大したところで、一層の活用に向けて

大分労働局とも連携して周知、広報に努めてい

きます。 

 続いて、性別による就職差別についてどうい

う指導をしているかについては、手元に資料が

ないので、ここで詳しくお答えすることは難し

いんですけれども、基本的に労働局が――名称

をちょっと忘れてしまったんですけど、求人企

業に対してそういう指導を行う推進員を設置し

ており、年に何回か機会を設けて研修を行う中

で、就職差別撤廃についての取組を行っていま

す。県においても、合同企業説明会の場とかで

就職差別についての立て看板を設置したりとか、

私が挨拶の中でそういうことを行わないように

してくださいとお願いしています。簡単で申し

訳ありません。 

猿渡委員 ありがとうございます。業務改善支

援事業、物価高騰の分については、令和５年度

に繰り越した分も合わせて７１％を超えている

と理解しました。その後も使いやすいように努

力されているという話だったと思います。 

 今後一層、物価高騰やいろんな資材等が上が

っている中で中小業者は苦労されているので、

そういう現場や当事者の皆さん、事業者が望ん

でいる形や使いやすい形で、いろんな支援策を

講じていただきたい。さきほどの雇用の際の問

題についてもしっかり周知徹底していただきた

いとお願いして終わります。 

澤田委員 主要な施策の成果の２１７ページ、

次世代モビリティサービス活用促進事業につい

てお尋ねします。 

 今、大分県は３人に１人が高齢者という高齢

化社会に突入しています。今回、過疎地域、ま

たそういった移動課題に対して、次世代モビリ

ティを活用していこうと、２回ほど――実証実

験ですかね、検討委員会の開催かちょっと分か

らないんですけれども、そこも教えていただき

たいのと、その総評をまず教えていただきたい

のが一つ。 

 そして、決算額約１，３００万円のうち恐ら

く次世代モビリティサービスの車内整備とかで

１，２００万円ぐらい使っていると思うんです

けれども、実証実験だけでこれだけ費用がかか

るのかも気になったので、その内訳を教えてい

ただければと思います。 

加来先端技術挑戦課長 まず、医療ＭａａＳの

実証実験についての結果と総評ですが、この事

業は高齢化や過疎化等に伴う県内各地域が抱え

る移動課題を新たな技術の導入等により解決す

るため、交通事業者や学識経験者など外部委員

による検討会でその解決方法について議論し、

実証等を行っているものです。 

 令和４年度は、豊後大野市内で高齢化に伴う
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交通手段の減少による医療機関への受診の困難

さを解消するために、看護師が同乗した訪問診

療用の車両で公民館等に出向いて、医師が問診

や聴診などをオンライン診療で行う新たなモビ

リティサービスの実証を行いました。２回の実

証実験では実際に診療車が出動して、オンライ

ン診療をしています。地域住民や地元自治体、

地元医師会との調整を行いつつ、医療機関と患

者側双方のニーズも踏まえて実証を重ね、一定

程度の需要性――受け入れていただけることが

確認できました。なお、この結果を検討会で報

告した上で、今年度は実際の社会実装に向けて、

コスト面等の検証を進めることにしています。 

 もう一つお尋ねの予算額の主な使途について

です。当該事業については、実証実験の運営を

専門のコンサルタントに委託しています。その

費用が約１，２００万円となっており、その主

な内訳は、車両内でのオンライン診療に必要な

システム費用、各種機器の二つのリース料とし

て約４００万円、その他コンサルタント３名が

医師会や住民との間で実証するための調整等を

した人件費が約５７０万円、残りは消費税です。 

澤田委員 ありがとうございました。これは本

当に重要な取組だと思っています。今回、豊後

大野市とか、いわゆる過疎地域を焦点にしてい

ると思うんですけれども、今、実際に大分市内

でも陸の孤島と言われている集合住宅の団地も

出てきています。恐らく２０３０年ぐらいにな

れば、こういった地域が大分市内や別府市内等

の至るところに出てくると思います。 

 したがって、このモビリティサービス、特に

ＭａａＳを成功させて、それを基に例えば、最

終的には公民館で役所の機能が使えるとかにも

活用できると思います。今、アバターもやって

いると思いますけれども、高額な機械がやっぱ

り多いので、アバターみたいな機械を使いなが

ら、ランニングコストを下げていく取組を行っ

て、そういったものをまず実証実験としてスタ

ートさせていただきたいと思うんです。 あと

もう一つ、関連して質疑なんですけれども、東

九州メディカルバレー構想とか、また、そうい

った医療機器産業参入加速化事業とかがあると

思うんですけれども、こういったものもタイア

ップして、今回の医療用ＭａａＳ等に加えてい

く計画は今後あるんでしょうか。 

加来先端技術挑戦課長 今御質問にあったメデ

ィカルバレー構想等との連携ですが、今のとこ

ろは昨年２度検証した中で、実際に補助金等を

交付せずに自立して回っていくためのコストと、

それに対する住民等からどれぐらいの負担金を

いただくかの、実際に採算が取れるかの調査を

詰めていっています。それであればと受け入れ

ていただけるモデルケースをまずつくって、そ

の上で他の地域にも横展開していける形になれ

ばと思っています。具体的にメディカルバレー

構想等との連携は今の段階ではないんですが、

今後また一つ、そういった整理ができた上で、

必要性や住民からの声もいただきながら、必要

があれば検討したいと考えています。 

澤田委員 ありがとうございます。医療用Ｍａ

ａＳに関しては、いろんなものを欲張っていっ

たらどんどん高額になっていくと思うんですね。

でも、これも医者や看護師の考え方にもよると

は思うんですけれども、地域の皆様の声を聞い

たら、初診はやっぱり病院に行かないと厳しい

と。でも慢性疾患で例えば、血圧を測定して薬

をもらって帰るだけであれば、病院代よりもタ

クシー代の方がかかってしまうのが現状なんで

すね。そういったことを考えたら、この医療用

ＭａａＳは非常に今後重要になっていくと思う

し、ここから本当にいろんな分野に展開できる

ので、ぜひ成功していただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

佐藤委員 決算事業別説明書の１８７ページで

す。外国人労働者受入対策支援事業費、県北地

域外国人労働者就業環境等整備促進事業費につ

いて質疑します。 

 大分県内、とりわけ県北地域においては、さ

きほどもちょっと話がありましたが、商工業を

はじめとして農林水産業、観光業、サービス業、

全てに人手不足が続いています。そのために、

現状では技能実習生、それから外国人労働者を

求めていく声が強く聞かれます。 

 現状における規制を今後緩和させて、より多
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くの外国人を受け入れる方向性はあると思うん

ですけれども、この受入れに対する施策、外国

人に対する大分県の魅力を発信する、これらの

事業の実績について説明いただきたいと思いま

す。 

伊達雇用労働政策課長 外国人労働者受入対策

支援事業費と県北地域外国人労働者就業環境等

整備促進事業費についてです。 

 まず、外国人材の受入れについて、県は外国

人材の円滑かつ適正な受入れ及び日本人と外国

人が安全・安心に暮らす地域社会の実現を目指

して、大分県外国人材の受入れ・共生のための

対応策協議会を設置し、市町村や関係機関と連

携した取組を進めています。 

 次に、外国人労働者受入対策支援事業費につ

いてですが、県内中小企業や管理団体を対象に

在留資格制度や人権保護への理解を深めてもら

うための外国人材活用セミナー、外国人も含め

た多様な人材を活用することの重要性などにつ

いて企業の理解を促進するためのダイバーシテ

ィ＆インクルージョンセミナーを開催し、合計

２９２人に参加いただきました。また、県内で

働く外国人材の仕事や暮らしを紹介する動画配

信を行っており、令和５年２月からの約１か月

間はＳＮＳ広告としても活用し約５６万回閲覧

され、そのＳＮＳ広告から誘導するＷｅｂアン

ケートも実施し、１００件の回答がありました。

加えて、技能実習生等入国時滞在費補助金によ

り、新型コロナウイルス感染症の水際対策に伴

う入国後の隔離措置で、新たに発生した宿泊経

費等の一部に対し、８５件２５４人分の支援を

行いました。 

 県北地域外国人労働者就業環境等整備促進事

業については、外国人労働者の多い県北地域に

おいて、事業者が行う外国人労働者の就労・住

居環境整備やコミュニケーション等支援のため

の経費の一部を補助しました。一例として、出

身国が異なる外国人が母国料理を同時に調理で

きるよう、キッチンのシンクを２か所設置する

設備工事などを行い、計１０件補助しています。 

佐藤委員 ありがとうございます。受入れ後の

環境整備や受入れ後の対応については、多分、

国際政策課の事業でもしていると思っています。

そちらもいろいろあるんですけれども、今回、

呼び寄せる方の大本の雇用での関係では、さき

ほどもありましたけど企業誘致においても、今

現在、雇用者がいない状況ではなかなか立地が

難しいと思うし、今後の対応で根本的にどうし

ていくかが絶対必要になってくると思うんです。 

 それから、さきほどの事業は令和４年度で事

業終了と書かれていましたが、県内の人手不足

は解消していないと思うので、今後の規制緩和

に先駆けた継続的な事業展開、より積極的な新

たな施策が必要と思うんですけれども、それに

対しての見解をお伺いします。 

伊達雇用労働政策課長 今年度の７月補正予算

において、外国人労働者受入対策強化事業を予

算化いただきました。これは昨年度、県北地域

で実施した外国人労働者の就業環境等整備への

企業支援を県内全域に拡大したほか、管理団体

が実施する安全技術講習や日本語研修などに対

する支援も行うこととしています。 

 また、ＳＮＳを活用した情報発信として国内

外の外国人に向けて、大分で働く魅力や暮らし

やすさを今回は定期的に情報発信することとし

ています。なお、御承知とは思いますが現在、

国において技能実習制度の廃止や特定技能制度

の見直し等が議論されており、それらの動きも

踏まえながら、引き続き必要な検討を行いたい

と考えています。 

佐藤委員 ありがとうございます。企業誘致に

も関係してくる部分で、やはり先手を打ってい

くことが必要だと思うので、ぜひともよろしく

お願いします。 

後藤副委員長 ほかに事前通告していない委員

で質疑はありませんか。 

福崎委員 事前通告していませんが、１点だけ

お伺いします。 

 中小企業設備導入資金についてですが、さき

ほど部長の説明で令和４年度末の中小企業設備

導入資金特別会計における収入未済額が約８億

９，９５０万円あり、回収が１０万円とのこと

でした。回収できない方のほとんどは、主債務

者が既に倒産したり、連帯保証人を含めて死亡
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や行方不明又は資金減少により回収が困難とい

うことですが、実際この８億円９，９５０万円

の中で回収見込みがあるのはいくらで、もう見

込みがないのはいくらなのかを教えていただき

たいと思います。 

平山経営創造・金融課長 御質問いただいた中

小企業設備導入資金の回収に関してですが、こ

ちらの中小企業設備導入資金については、４０

年から５０年前の非常に昔の貸付けで、部長の

説明にもあったように、主債務者の倒産や経営

状況が悪化している状況で、回収は非常に厳し

い状況です。回収できる額とできない額は明確

に分けることはできませんが、税負担の公平の

原則に立って、できる限り回収を進めていくよ

うにしています。 

福崎委員 この回収のために職員とか、いろい

ろ頑張っていると思うし、その努力に対しては

敬意を表すところですが、１０万円の収入に対

してそれ以上の、いわゆる人件費等がかかって

いるのではと思います。改めて、消滅時効期間

が経過したものについて何件あるのか教えてく

ださい。 

平山経営創造・金融課長 明確な数値はすぐに

お答えできませんので、後ほど調査してお答え

します。 

福崎委員 それでは、資料要求させていただき

ます。中小企業設備導入資金の収入未済の内訳、

どういう業種で何件あり、今、主債務者や連帯

保証人がどんな状況かなど、個人情報で出せな

い部分はいいんですけど、それ以外のもので資

料がいただけるなら要求したいと思います。 

後藤副委員長 ただいま福崎委員から資料提出

の要求がありました。 

 お諮りします。ただいまの資料を委員会とし

て要求することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 御異議がないので、ただいまの

資料を要求することに決定しました。執行部は

よく調整の上、速やかに提出願います。 

高橋委員 事前通告書を今回出したつもりだっ

たんですけど、私のミスで出てなかったみたい

で、通告なしとなり申し訳ありません。 

 そこで、１点だけお伺いします。 

 決算事業別説明書の１８４ページ、離職者等

能力開発促進事業費についてです。３億６千万

円ぐらいかけて民間教育訓練機関へ委託をして

いるということで、この民間教育訓練機関は具

体的にどういう機関で何か所あるのか。それか

ら、離職や退職された方がどれぐらい再就職で

きたのか、いわゆる成果ですね。もし分かれば

お願いします。 

伊達雇用労働政策課長 離職者等能力開発促進

事業費についてお答えします。 

 この事業は雇用のセーフティーネットとして、

離職及び転職者に対して、必要な職業能力を付

与する職業訓練を民間教育訓練機関への委託に

よって実施しています。それにより早期の再就

職を促進しています。 

 具体的な数についてはちょっと把握していな

いんですけれども、コース数については、令和

４年度は６１コース、定員が１，０７１人に対

して７８６人の入校者となっています。修了し

た方は７１４人で、就職率は８５．２％です。 

 簡単ですが、以上でよろしいでしょうか。 

高橋委員 突然だったので、すみません。また、

後ほど具体的に場所とか数を教えていただけれ

ばありがたいです。 

 やはり離職、転職の方に対するフォローをか

なりの金額と言うか予算をかけてやっているし、

そういう方が大分県でまた就職できれば今後の

人口増加とか、いろんな意味で重要な部分にな

ってくると思うので、よろしくお願いします。 

森委員 通告なしで申し訳ありません。まず、

主要な施策の成果の２３６ページ、中段の観光

誘客緊急対策事業について伺います。 

 この案件については、先日の新聞報道でもあ

った、新しいおおいた旅割の事業だと考えます

が、この事業について、今回、宿泊業者におい

て多額の利用実績があったということでした。

このことについて、その実績把握の方法と対策

について１点伺います。 

 もう一つ、主要な施策の成果の２３８ページ、

ツーリズムおおいたの委託事業等に関してです。 

さきほど決算審査に関する措置状況報告書の
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１８ページにおいても報告をいただき、包括外

部監査の結果の概要２４ページにおいても指摘

があった内容です。包括外部監査では令和４年

度においても、ツーリズムおおいたへの委託、

またツーリズムおおいたから他業者への再委託

に関してもその合理性についての指摘があると

ころですけれども、ツーリズムおおいたの委託

事業に関する再検証を行った結果、いわゆるツ

ーリズムおおいたにしか委託ができない基準等

の設定について、どのような形で行われたのか

お伺いします。 

安田観光誘致促進室長 観光誘客緊急対策事業

についてお答えします。 

 実績については、２３６ページの真ん中にあ

りますけれども、決算額１７１億６６９万４千

円です。これは主なものとして、右にある割引

の旅行商品を活用した誘客対策として、県民割

と全国旅行支援の二つに分かれて、時期がずれ

ているので、そういった形で１７０億円ほどの

事業費を今回決算額としています。その下の②

は、プロモーションを全国旅行支援にあわせて

実施したので、その部分を計上しています。実

際、県民割と全国旅行支援に関しては、この内

訳で約６１億円が県民割分、その残り約１０８

億円が全国旅行支援分になります。県民割も実

際事業としては、令和３年２月から継続的にず

っと延長しており、令和４年１０月１０日の宿

泊分まで事業を実施しています。その後、決算

と言うか精算行為を調査等含めて行った上で計

上しています。 

 全国旅行支援分については、１０８億円ほど

ありますが、これはまだ現在継続中の事業であ

り、今回、令和５年度に２４億円ほど繰り越し

ています。そのため、またこれを使い現在、１

０月末まで団体旅行部分を対象としています。

最終的にはそこを受けて、事業の精算行為等を

実施していきます。 

佐藤観光政策課長 ツーリズムおおいたに対す

る委託の在り方について御質疑をいただきまし

た。 

 基本的な考え方としては、県の政策的な事業

とか先駆的――新たなチャレンジ的な要素を持

つ事業については県で直接執行し、事業の委託

については、さきほど部長も申し上げましたけ

れども、これまで構築されたネットワークや蓄

積された市場動向データ、民間や市町村から来

ている職員のスキルとかスピード感を持って効

果的、効率的に実施できるものをツーリズムお

おいたに委託しています。 

 なかなか効果はすぐに出るものではないと思

いますが、県としてもフォローしながら両輪と

してしっかりやっていきたいと思っています。 

安田観光誘致促進室長 申し訳ございません。

さきほど不適切な事案に対するその後の対策と

いう話をいただきました。 

 その件については、実際公表しているとおり

４月に状況が分かりました。電子クーポンをチ

ャージする場合のＱＲコード付きのチラシを各

宿に送付するんですけれども、実際に発注され

た場合のチェックとかがもう少しできていれば

よかったのかもしれません。それ以後について

は、実際に各宿から発注が来た場合の数量確認

や規模感などを事務局でチェックした上で発送

する手続を行うほか、各宿泊施設から上がって

くる報告もしっかりそういった記入がされてい

るのか、配布枚数とかを記載しているかといっ

た、内部チェックはしています。その上でまた、

電子クーポンなので、大量チャージされた場合

に、やはりある一定額──通常ベースで大量に

使う方もいるので、全てというのはなかなか難

しいですが、一度に大量チャージされる状況が

あれば、それを常にリサーチしながら、団体宿

泊者なのかとかいった部分を事務局で確認する

よう指示しています。 

森委員 ありがとうございました。事前通告な

しですみません。他の委員が質疑されるのであ

れば、しないでおこうと思ったんですけれども、

電子クーポンの件については、再発防止に関し

てしっかり対応していただきたいと思います。 

 ツーリズムおおいたに関してですけれども、

今年度も委託先として事業をやっていただいて

いるし、ノウハウをしっかり持っている団体だ

とは認識している上で、措置状況報告にあると

おり、効果的、効率的に実施できる事業につい
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て委託することとしたと。その後に、事業の執

行管理については、委託元として事業終了後の

実績確認及び効果の検証をやっていくとあるの

で、委員長に資料要求をしたいと思います。ツ

ーリズムおおいたに関する委託業務の令和４年

度における事業の検証、効果――ここに書いて

あるので検証されたのでしょうから、その内容

について及び委託をするにあたって、令和３年

度から令和４年度に委託した事業、しなかった

事業等の内訳があると思うので、その詳細につ

いて資料要求をお願いしたいと思います。 

後藤副委員長 ただいま森委員から資料提出の

要求がありました。 

 お諮りします。ただいまの資料を委員会とし

て要求することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 御異議がないので、ただいまの

資料を要求することに決定しました。執行部は

よく調整の上、速やかに提出願います。 

戸高委員 １点だけ、主要な施策の成果２６０

ページのＵＩＪターン、おおいた元気企業マッ

チング促進事業の中にインターンシップガイダ

ンスを２回行って、参加学生が４３３人とあり

ます。多いのか少ないのか分かりませんが、里

帰りしたときに会社とマッチングのインターン

をやっているガイダンスだと思います。その後

のフォローアップがものすごく大事になってく

ると思います。 

 今、大分県の会社もインターンをかなり積極

的に取り入れていますが、学生はいろいろイン

ターンシップに行っているので、その後何のア

プローチもなければ、その選択肢からだんだん

薄れていきます。これはアプローチし過ぎても

いけませんし、一斉メールとかでもだめという

細かい配慮をしながら効果的なアプローチをし

て、学生を自分の会社に入れていくという本当

に大事なことです。 

 大分県にこういった理系も含めて人材が１人

でも戻ってくるのは、ものすごく大きな財産に

なると思うので、そのフォローアップをいかに

して行っているのかも含めて、確認をしたいと

思います。 

 それと、商工観光労働部も含めて県職員のイ

ンターンシップは、夏もそうでしたけど、秋も

土木であったら１週間とか、通常は２日間とい

うインターンシップも入れていると思うんです

が、来た学生に対するアプローチがもし分かれ

ば、どういうアプローチをして県職員として受

験していただく形を取っているのか、教えてい

ただきたいと思います。 

伊達雇用労働政策課長 まず、おおいた元気企

業マッチング促進事業ですが、こちらのインタ

ーンシップガイダンスは県内の大学ですね。日

本文理大学や大分大学でインターンシップに入

る前の学生にインターンシップ先の県内企業の

情報を提供したり、インターンシップにおける

心構えといったものを講義形式で行っているも

のです。インターンシップへの支援としては、

ＵＩＪターン就職等支援加速化事業費で、県外

からＵＩＪターンでインターンシップされる方

に旅費や宿泊費の半額を補助金として県が直接

支援しています。ただ、そういった方が県内企

業のインターンシップに行って、その結果どう

なったかはちょっとまだ追えていないので、そ

こは今後の課題と考えています。 

遠山商工観光労働企画課長 県庁のインターン

シップについてです。基本は人事課等が窓口に

なっていますけど、例えば商工観光労働部にも

学生がインターンシップでお見えになって、そ

の後、実際県庁に入庁する事例もあるので、我

々もこういった形で県の仕事は魅力があると伝

えていく中で人材確保をしていきたいと考えて

います。 

戸高委員 分かりました。すみません、県内の

学生の人数ということで、非常に人数が多かっ

たのでちょっと勘違いしていました。 

県内企業のそういったアプローチについても、

しっかり商工観光労働部でフォローしていただ

ければありがたいなと思うので、よろしくお願

いします。 

後藤副委員長 ほかに委員から質疑はありませ

んか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 委員外議員で質疑はありません
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か。 

堤委員外議員 １点だけ、決算事業別説明書の

１６３ページ、中小企業金融対策費についてで

す。 

 新型コロナ感染症の影響を受けた中小企業へ、

がんばろう！おおいた資金繰り応援資金の利子

補給等を行っている事業がありますよね。長期

にわたるコロナ禍とその後の物価高騰、資材高

騰等によって県内の中小零細企業は大変厳しい

資金繰りの状況になってきていると思うんです

ね。ただ、保証協会なり金融機関は、総合的に

経営を判断して融資を決定するとよく言われる

よね。だから、そうなったとき債務超過――い

ろんなコロナ対策の融資を受けている、また一

般の普通融資を受けていると総合的に判断をさ

れると、なかなか厳しい状況は多々見受けられ、

そういう相談も結構受けます。 

 そういう中でコロナ関連融資、大分県で言え

ばこの、がんばろう！おおいた資金繰り応援資

金についての債務額と一般の融資の債務額、県

から見れば債権額だけど、それを分けたらどう

だろうと。つまり、別枠債務に分けることによ

って、コロナ関連の融資制度を総合的な判断の

中に入れないで、基本融資だけの判断を見て融

資の可決をしないと、債務超過の場合には、い

くらかっこいいことを言ったとしても、現場の

金融機関はそんなに簡単に貸し出しません。特

に中小零細企業の場合にはね。そういったとき

は別枠に分けることによって、本当にその当座

――資材高騰に対する対応策の融資、緊急の運

転資金を借りることが可能になると思うんよね。

だから、そういうことを一度検討してみる価値

はあると思うんだけれども、そこら辺はどうで

すか。 

平山経営創造・金融課長 制度資金の中でコロ

ナ関連融資の金額に関しては、令和５年８月末

現在の貸付残高は１，３９７億円となっていま

す。他の金額が１，７００億円ぐらいあるので、

その中の１，３００億円がコロナ関連融資です。 

 返済状況については、コロナ関連融資は現在

８６％ほど元本返済期日が到来しており、その

うち７１％が約定どおりの返済、２５％が借換

えを含む完済で、９６％が正常に返されている

状況です。あと、条件変更になっている分が３

％ほどあります。また、返せなくなって倒産で

代位弁済になっている率が１％弱です。 

堤委員外議員 当然条件変更は、既往の借入れ

について条件を変える、返済を延期する状況で

しょう。そうではなくて、それを別枠にするわ

けよ、コロナで借りた緊急融資制度についてね。

僕がさきほどから言っているのは、保証協会な

り金融機関の現場は総合的に判断するから、そ

れはコロナ対策で借りようが一般債務で借りよ

うが関係ないわけです。今はなかなか設備投資

は厳しいですから、それを分けることによって、

さきほど言った単発の運転資金が借りやすくな

るわけですね。だから、融資の債務残高１，３

００億円をコロナで借りているのであれば１，

３００億円を別枠ですると。１，７００億円が

普通債務で普通に借りているわけ。分けること

によって１，７００億円を借りている方はプラ

ス１，３００億円で３千億円としても、この１，

３００億円が別枠に分けることによって１，７

００億円の残債務から新たに融資が設けられる

利点があるわけですね。だから、そういう別枠

融資を検討してみる価値は絶対あると思うんで

すよね。 

 だから、全体的な返済が今順調にいっている

からではなくて、その中には新たに借りられな

い方もいるわけですよ。そういう方が生じない

ように、そういう方が倒産しないように別枠に

したらどうかなと考えてみたわけね。だから、

そこら辺を一度、金融の元締である県として検

討する必要があると思うんだけど、そこら辺は

どうでしょう。ちょっとこれは部長に聞こう。 

利光商工観光労働部長 正にコロナ禍に次ぐ物

価高騰で、中小企業や小規模事業者の皆様が非

常に厳しい状況に置かれている。それに伴い、

資金繰りも非常に苦しい状況にあるのは我々と

しても承知しています。 

 融資については、金融機関などが返済を見据

えた形で様々審査する手続も必要と考えている

ので、そういった中で県としてゼロゼロ融資の

返済の本格化が今、第１弾のピークが来てこれ
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から第２弾のピークが来年の春に来ると見込ま

れる中で、さらなる事業者に対する資金繰りの

支援や何ができるかをしっかり検討していきた

いと考えています。 

堤委員外議員 そういう危惧があるし、また、

そういうことも積極的な考え方として、これか

らも課題としてぜひまた検討していただきたい

と思うので、どうかよろしくお願いします。 

後藤副委員長 ほかに委員外議員で質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 それでは本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して委員から、ほかに何か質疑はあり

ませんか。 

猿渡委員 今、バスやタクシーの運転士不足の

問題があり、これは企画振興部かと思っていた

んですけれども、さきほど転職、再就職支援や

外国人材の話もありました。ちょっと関連があ

るので、そういう再就職支援だとか、いろんな

人材活用、資格取得とかの支援をいろいろと取

り組んでいる中で、タクシーやバスの運転士の

確保に対して、ぜひ商工観光労働部も雇用労働

に関わっているわけですから積極的に取り組ん

でいただきたいと思うんですね。 

 別府市は、観光客を受け入れるのにこのまま

では困ると運転士の移住支援に最大４００万円

出して取り組んでいますが、大変苦戦していま

す。そういう中で、新聞記事とかでも６０代、

７０代からの問合せが多いとあるんですけれど

も、やはり運転士は６０代、７０代の高齢者が

多いんですよね。というのは、年金だけでは生

活できない、タクシー運転士だけでは生活でき

ない、両方あわせ持ってやっと生活している状

況で、コロナ禍で７５歳を過ぎて高齢で辞めら

れた方もいます。その辺の事情を加味して根本

的には賃金アップだと思うんですけれども、ぜ

ひ企画振興部などとも連携して取り組んでいた

だきたいと思います。 

後藤副委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 ほかにないので、これで質疑を

終了します。 

 これをもって商工観光労働部関係の審査を終

わります。執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員はお残り

ください。 

 

  〔商工観光労働部、委員外議員退室〕 

 

後藤副委員長 これより内部協議に入ります。 

 さきほどの商工観光労働部の審査における質

疑等を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめた

いと思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ

反映させるべき意見や要望事項等があればお願

いします。 

森委員 さきほど指摘しましたけれども、ツー

リズムおおいたへの委託の件と、いわゆる全国

旅行支援等における、あってはならない案件が

ありました。これは県民が注目している案件だ

と思うし、特にツーリズムおおいたへの委託に

ついては包括外部監査でも指摘をいただいてい

ます。議会としてもしっかり今後取り組まなけ

ればならない案件なので、ぜひともこの件につ

いては指摘していただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

守永委員 同じ意見で、特にどういう要因でこ

ういう事態に至ったのか。そういったことの究

明とあわせて再発防止についてしっかり指摘す

るべきだと思います。 

猿渡委員 ニーズに合った中小企業や小規模事

業者への利用しやすい使い勝手のよい形での支

援策を新年度にぜひお願いしたいと思います。 

後藤副委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 ただいま、委員からの御意見御

要望及び本日の審査における質疑を踏まえ、審

査報告書案として取りまとめたいと思います。 

 詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 それではそのようにします。 

 以上で商工観光労働部関係の審査報告書の検

討を終わります。 

 ここで、執行部が入室するので、しばらくお
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待ちください。 

 
 〔人事委員会事務局、委員外議員入室〕 

 
後藤副委員長 これより人事委員会事務局関係

の審査に入りますが、説明は要点を簡潔かつ明

瞭にお願いします。 

 それでは、人事委員会事務局長の説明を求め

ます。 

塩月人事委員会事務局長 人事委員会関係の決

算について説明します。タブレットの資料番号

１０、令和４年度一般会計及び特別会計決算事

業別説明書の３２３ページをお開きください。 

 歳出決算総括表（人事委員会事務局）ですが、

人事委員会事務局関係は第２款総務費第８項人

事委員会費のみで、予算現額１億５，３９２万

７千円に対して、支出済額は１億５，０３３万

８，６４１円であり、不用額は３５８万８，３

５９円です。 

 次に、３２５ページをお開きください。 

 第１目委員会費は予算額７０８万円に対し、

決算額は６９２万６千円です。内訳の主なもの

ですが、左から２列目の事業別決算額欄一番上

の６７８万円は委員３人分の委員報酬です。 

 第２目事務局費は、予算額１億４，６８４万

７千円に対し、決算額は１億４，３４１万２，

６４１円です。内訳の主なものですが、事業別

決算額欄一番上の１億１，６８５万８，６５６

円は、事務局職員１５人分の給与費です。３番

目の２，２０１万８，７４９円は、県職員採用

試験、警察官採用試験等に要した経費です。４

番目の９９万８千円は、民間給与実態調査や職

員の給与に係る報告及び勧告事務等に要した経

費です。 

 次に、不用額について説明します。資料番号

９、令和４年度決算附属調書の３２ページをお

開きください。 

 一番左の科目欄の上から１０行目、人事委員

会費の事務局費３４３万４，３５９円は、新型

コロナウイルスの感染拡大の影響により、職員

募集のための大学訪問をオンラインへ変更した

ことにより、任用関係事業費の旅費が見込みを

下回ったことなどによるものです。 

後藤副委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し私から指名を受けた後、自席で起立の上マイ

クを使用し簡潔かつ明瞭に答弁願います。 

 事前通告が１名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

守永委員 １点お尋ねします。まず、人事委員

会の勧告に向けて調査活動をされたことに対し

て敬意を表したいと思います。ありがとうござ

います。 

 そこで、事業別説明書３２５ページの給与関

係事業費についてお尋ねします。これは給与実

態調査や報告及び勧告に向けての経費ですけれ

ども、令和５年職員の給与等に関する報告及び

勧告の概要をホームページで見ると、公務運営

の改善に関する課題として、働き方改革と勤務

環境の整備といった項目に、長時間労働の是正、

学校現場における教職員の負担軽減という項目

を掲げて、労働環境改善の指摘がされています。

特に学校職場については、管理職のマネジメン

ト能力を高める研修充実と在校等時間の長時間

化を防ぐため、校長等とともに業務の精選──

よく選ぶことですね──と効率化を徹底し、業

務分担の見直しや適正化等を引き続き行うこと

が必要と記述されています。 

 このように概要書を取りまとめる段階で、各

職場の実態調査等も行っているのでしょうか。

また、人事委員会として各職場に対する指導を

投げかけるべきではないかと思いますが、どの

ようにお考えでしょうか。 

佐藤公務員課長 お答えします。人事委員会は

労働基準法に定める労働基準監督機関の職権を

行使する機関として、各職場の労働基準及び労

働安全衛生管理の状況を把握して、その向上と

改善を図るため、毎年、事業所実態調査を実施

しています。 

 昨年度は１１月から２月にかけて、学校現場

１２、行政職場１１、警察職場２の計２５職場

を訪問調査しています。その訪問調査では、時

間外勤務の状況やメンタルヘルス対策の取組状
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況等を管理者に直接聞き取り、各職場の勤務実

態を把握するとともに、時間外勤務の事前命令

やパソコン等稼働時間の自己確認による勤務管

理の徹底や労働安全衛生環境の整備など、必要

に応じて口頭で助言、指導しています。 

 引き続き、事業所実態調査の適正実施により

職場環境の実態把握と改善に向けて取組を進め

ていきたいと考えています。 

守永委員 ありがとうございます。職場実態を

調査された際に気付いたことは、その場で様々

な指導もしていると思いますが、ぜひそれを強

くお願いしたいと思います。もし、よくやって

いる事例があれば、それも御紹介いただきたい

と思うので、それも含めてよろしくお願いしま

す。 

後藤副委員長 ほかに事前通告していない委員

で質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 事前通告が１名の委員外議員か

ら出されているので、事前通告のあった委員外

議員の質疑を行います。 

堤委員外議員 今の守永委員の質疑と関連する

んだけれども、今回職員の給与引上げ勧告をさ

れた。それで大変気になるのは、民間給与もそ

うなんだけれども、実質賃金と物価上昇が見合

わないわけです。なかなか物価上昇に見合った

賃上率になっていないから、手取りは増えるけ

れども支出額も増えて、実質的に残るお金が少

なくなるジレンマが出てくるわけね。そこら辺

は、今回の人事院勧告の中で一体どのような判

断をされているのかと思うので、その辺を少し

教えてください。 

佐藤公務員課長 お答えします。人事委員会は

職員の給与等に関する報告及び勧告にあたって、

職員給与と民間給与を比較するため、例年、職

種別民間給与実態調査を行っています。この調

査は、公務と類する職務に従事する従業員に本

年４月分として実際に支払われた給与月額等を

詳細に調査するとともに、民間事業者における

直近１年間の特別給の支給実績等を調査するも

のです。その調査結果を踏まえて、本年の人事

院勧告では、民間企業のベースアップに相当す

る月例給を平均１．１２％引き上げ、また期末

勤勉手当を０．１０月分引き上げる必要がある

と判断しています。 

 一方、総務省の調査によると本年４月の大分

市の消費者物価指数は、昨年４月に比べ３．２

％の上昇となっています。この上昇は実質賃金

にも影響するものと認識していますが、民間給

与の賃上げは、企業業績や物価上昇等を背景に

決定されるものと思われ、その情勢が公務員格

差として現れ、結果として県職員の給与にも反

映されるものと考えています。なお、勧告のと

おり給与改定が行われると、平均年間給与では

月例給と期末勤勉手当の引上げにより１．９％

の増額となり、それに定期昇給による増額分を

加えると、年収で約３％の改善になると見込ま

れています。 

堤委員外議員 まあそうだね。定期昇給と今回

の分をすれば、とんとんじゃないかと思われる

か分からないけどね。実際に生活者の実態とし

て、やはり将来的に不安もあるし、確かに民間

の場合にはそうやって物価上昇分をイコールに

する引上げを、頑張って見合うだけの賃上げし

ようとする労働組合もあったし、ストライキを

打ったところもありますしね。そういう点では、

県の人事委員会としてもそういった格差はまだ

あるんだと――実質賃金と物価の上昇の分はね、

それを埋めるためにも、ぜひ頑張っていただき

たいと要請して終わります。よろしくお願いし

ます。 

後藤副委員長 ほかに委員外議員で質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 それでは本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して委員から、ほかに何か質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 別にないので、これで質疑を終

了します。 

 これをもって人事委員会事務局関係の審査を

終わります。執行部はお疲れ様でした。 

ここで、執行部が入れ替わるので、しばらく

お待ちください。 
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 〔人事委員会事務局退室、議会事務局入室〕 

 

後藤副委員長 これより議会事務局関係の審査

に入りますが、説明は要点を簡潔かつ明瞭にお

願いします。 

 それでは、議会事務局長の説明を求めます。 

森議会事務局長 議会事務局関係の決算を説明

します。タブレット画面右下に青い通知が出た

らタッチしてください。 

 タブレットの資料番号１０番、令和４年度一

般会計及び特別会計決算事業別説明書の３１７

ページを御覧ください。 

  令和４年度歳出決算総括表（議会事務局）で

す。議会費については、表の一番下にあるよう

に予算現額１１億１，６２７万８千円に対し、

支出済額は１０億８，６７１万６，３３８円、

不用額は２，９５６万１，６６２円となってい

ます。 

  次の３１９ページに、目ごとの内訳を掲載し

ています。上から３行目、第１目議会費は予算

額８億４，５９３万１千円に対して、決算額は

８億１，９０７万６，５６９円です。事業説明

に記載のとおり議員報酬手当等のほか、議会運

営費として、タブレット型端末やクラウド型フ

ァイルシステムの利用料など、議会デジタル化

関連費用や本会議、常任委員会の開催に係る経

費が主な内容となっています。その下の第２目

事務局費については、予算額２億７，０３４万

７千円に対して、決算額は２億６，７６３万９，

７６９円であり、事務局職員の事務局運営に要

した経費です。 

 次に、不用額の主なものについて説明します。

資料番号９番、決算附属調書の３１ページを御

覧ください。 

 上から３行目、議会費の不用額２，６８５万

４，４３１円については、政務活動費交付金の

額の確定による減などです。 

後藤副委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し私から指名を受けた後、自席で起立の上マイ

クを使用し簡潔かつ明瞭に答弁願います。 

 今回、事前通告はありませんが、事前通告し

ていない委員で質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 委員外議員で質疑はありません

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 それでは本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して委員から、ほかに何か質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 別にないので、これで質疑を終

了します。 

 これをもって議会事務局関係の審査を終わり

ます。執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員はお残り

ください。 

 

  〔議会事務局、委員外議員退室〕 

 

後藤副委員長 これより内部協議に入ります。 

 さきほどの人事委員会事務局及び議会事務局

の審査における質疑等を踏まえ、決算審査報告

書を取りまとめたいと思いますが、特に指摘事

項や来年度予算へ反映させるべき意見や要望事

項等があればお願いします。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 特にないので、審査報告書案の

取りまとめについては、本日の審査における質

疑を踏まえ、委員長に御一任いただきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 それではそのようにします。 

 以上で人事委員会事務局及び議会事務局の審

査報告書の検討を終わります。 

これをもって本日の審査日程は終わりました

が、この際ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 それでは、次回の委員会は１３

日、金曜日の午前１０時から開きます。 

 以上をもって、本日の委員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 


